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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、エチオピア連邦民主共和国と締結した討議議事録（R/D）に基づ

き、2010年2月より技術協力「小規模農民のための優良種子振興プロジェクト」を約4年間の計画

で実施しています。 

今般、本プロジェクトの中間地点を迎えたことを受け、協力期間前半における実績の確認、計

画に対する達成度の検証、評価5項目の観点からの評価を行うとともに、プロジェクト後半の行動

計画について検討することを目的として、2012年5月10日から5月31日の間、当機構稲葉誠を団長

とする中間レビュー調査団を現地に派遣し、プロジェクト活動の評価を行いました。 

本報告書は、同調査団によるエチオピア連邦民主共和国政府関係者との協議及びレビュー結果

等を取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されること

を願うものです。 

最後に、本調査にご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心からの感謝の意を表します。 

 

平成24年7月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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評価調査結果要約表（中間レビュー） 
 

１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：小規模農民のための優良種子振興プロジェクト 

分野：農林水産-農業-農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：2億8,700万円 

協力期間 

 

2010年2月23日～ 

2014年2月22日 

先方関係機関：農業農村開発省普及局 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、人口の85％が農業に従事し、

農業生産のGDPに占める割合が40％以上であり、経済・産業における農業の位置づけは極めて

大きい。2006年に策定された国家開発5カ年計画においても、農業分野は最も重要なセクターと

して位置づけられている。しかしながら、農業生産の大部分は伝統的な技術に依存しているの

が実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていない。この

ようなエチオピアにおける低い農業生産性の一因は、改良種子の供給が需要を大きく下回って

いることにある。エチオピアにおける肥料や農薬の使用量は増加の一途をたどっているにもか

かわらず、改良種子の供給は依然として低水準にとどまっている。種子生産の中軸を担ってい

る国営企業のエチオピア種子公社（Ethiopian Seed Enterprise：ESE）は、改良種子の生産・供給

を任務としているが、供給量は農家需要のわずか20％程度にとどまっているといわれており、

ほとんどの農民は前年収穫物の一部を保管して作付け用の種子とするか、地方市場でインフォ

ーマルに農民が販売している種子を利用しているのが実態である。これらの種子は、①生産性

の低い在来種であること、②病気に感染しており発芽率が低く、実をつけないこと、③適切な

管理がなされていないためさまざまな品種が混ざっており均質でないこと等の問題があり、農

業生産性の観点から大きな課題となっている。 

このような状況から、エチオピア政府は改良種子の需要を満たすために農家自身による種子

生産増加をめざし、州政府や郡、農業協同組合と協力して活動を行っている。しかしながら、

①農民の種子生産技術が不十分であること、②州や郡職員の種子品質管理技術が不十分である

こと、③種子の価格設定方法がマーケットの状況を反映できていないこと、④行政手続きや収

穫後の管理の問題から種子が適切な時期に利用者に配布されないことなど、生産技術、品質管

理、流通に至るまで多くの課題を抱えている。こうした状況を受けて、JICAは2010年2月から2014

年2月までの4年間の予定で本プロジェクトを実施している。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

対象ワレダ（郡）において優良種子を利用して穀物生産量（主にテフと小麦）が増加す

る。 

 

（2）プロジェクト目標 

対象ワレダ（郡）において、優良種子の利用が増加する。 
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（3）アウトプット 

① 優良種子の生産技術が改善される。 

② 優良種子生産技術が小規模農民に普及する。 

③ 優良種子の品質保証が強化される。 

④ 小規模農家による優良種子生産の持続的システムが提案される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 1名、短期専門家派遣 延べ13名、研修員受入 2名（第三国研修）

機材供与 総額1,600万円、ローカルコスト負担 7,100万円 

相手国側： 

カウンターパート配置45名（中間レビュー時）、ローカルコスト プロジェクト事務所

等〔農業省（Ministry of Agriculture：MoA）、アムハラ州農業局、デブラゼイト農業研

究所（Debre Zeit Agricultural Research Center：DZARC）〕の光熱費を負担（具体的金額

不明）、土地・施設提供  プロジェクト事務所等（農業省本部、アムハラ州農業局、

DZARC）、オロミア州のアダ、デンディ、ルメの各ワレダ農業事務所の土地（簡易種子

検査ラボの建設用地） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

・日本側 

総  括：稲葉 誠  JICA 客員国際協力専門員 

種  子：西川 芳昭 名古屋大学 大学院国際開発研究科 教授 

評価分析：道順 勲  中央開発（株）海外事業部 

計画管理：國武 匠  JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 職員 

・エチオ

ピア側 

総  括：Mr. Zewdie Gebretsadik, Senior Technical Assistant, Agricultural Transformation 

Agency 

団  員：Mr. Hirago Feleke, Senior Expert, Agricultural Input Marketing Directorate, 

Ministry of Agriculture 

調査期間 2012年5月10日～5月31日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果1：優良種子生産技術が改善される。 

指標1「5種類以上の種子生産技術が実証される」及び指標2「種子生産技術マニュアルが作

成される」は、両方とも、DZARCの支援を得つつ、プロジェクト終了時までに達成するこ

とが期待される。簡易農業機械の製造については、進捗状況が芳しくなく、改良途中の農

業機械が数種類ある。 

 

成果2：優良種子生産技術が小規模農民に普及する。 

指標2-1「種子農民学校（Seed Farmer’s School：SFS）を900人以上の農家が卒業する」は、

プロジェクト終了時までに達成することが期待される。指標2-2「SFSのメンバーの60％以

上がチェック項目に合格する」については、判断材料となるデータ・情報がないので達成

できるかどうか見通すことが困難である。 

 

成果3：優良種子の品質保証が強化される。 

C2種子用の品質保証手順づくりが進行中である。検査様式（上述のフィールドノートとス

コアリング様式）が提案され、今期の栽培シーズンにおけるSFSで用いられる予定である。
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ラボ検査については、C2種子に対してどのような検査を実施するのか決まっていない。な

お、オロミア州の3カ所のワレダ（アダ、デンディ、ルメ）には、簡易ラボの建物を建設済

みである。ラボ用の機材調達とラボ検査要員の配置は、まだ実施されていない。 

 

成果4：小規模農家による優良種子生産の持続的システムが提案される。 

対象各ワレダの種子生産計画については、未着手である。種子生産戦略については、第2版

のドラフトが作成された。しかしながら、そのドラフト版の内容が必ずしも十分でなく、

他の機関が類似の種子生産戦略を作成中であることが分かった。したがって、本プロジェ

クトで種子生産戦略を完成させる必要性が低下した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

対象地域及び社会のニーズと整合性、エチオピアの国家開発政策等との整合性、日本の

援助方針との整合性、プロジェクトアプローチの適切さ、を総合的に評価した結果、妥当

性が高いと判断する。 

 

（2）有効性：現時点では、判断が困難 

現時点において、プロジェクト活動の進捗状況と各成果の達成状況が必ずしも十分では

ない（特に、成果3と成果4の活動の進捗状況）。プロジェクト目標の達成度については、現

時点においては、必要なデータが得られないため、達成度を評価することができない。ま

た、SFS参加農民用に調達したC1種子の品質が低かったため、品質が確保されたC2種子を

生産することが困難であった。将来的にも、良質のC1種子が安定的に確保できるかどうか

分からない。このようなことから、プロジェクト目標が意義ある水準で達成できるかどう

か現時点で予測することが難しい。 

 

（3）効率性：中程度 

プロジェクト活動の円滑な進捗のための課題があり、現時点において、本プロジェクト

の効率性は中程度であると判断する。 

 

（4）インパクト： 

1）上位目標「対象ワレダ（郡）において優良種子を利用して穀物生産量（主にテフと小

麦）が増加する」達成の見通し 

SFS参加農民のうち、どのくらいの農民がC2種子生産を継続するかどうか（種子生産面

積並びに生産されたC2種子のうち、どのくらいの割合のC2種子が種子として利用される

か）を予測することが困難であるため、将来、上位目標が達成されるかどうかを見通す

ことが困難である。 

 

2）その他のインパクト 

本プロジェクトにかかわっている多くの人が、SFS参加農民は、SFS参加を通じて良い

知識と経験を身につけていると述べている。また、関係者の話によると、SFS参加農民が

周辺の農民に対しSFSで習得した知識を伝達しているとのことである。さらに、SFS参加

農民の一部は、種子生産組合を組織化している。 

 

（5）持続性 

政策面での持続性は、プロジェクト終了後も確保されるものと判断される。制度・組織
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面、資金面、技術面の持続性を確保するには、C2種子の品質について理解を得るためのプ

ロモーションが必要なこと、SFS実施に必要な費用の確保、学んだ技術の定着度など、残

りのプロジェクト期間に、必要な対応を進めていく必要がある。 

 

1）政策面 

改良種子の供給拡大はエチオピア政府の農業開発戦略上の重点事項のひとつである。

また、種子システムの改善も重要と考えられている。最近まで、公的部門が中央集権型

の種子システムを管理し、主たる役割を担ってきた。ただし、今後は、公的部門並びに

民間部門の参画するフォーマル種子の強化だけでなく、インフォーマル部門の種子も強

化も政策的に重要であると認識されるようになってきている。したがって、優良種子の

増加の重要性が継続し、政策面での持続性が確保されるものと考える。ただし、種子法

（seed proclamation）の改訂プロセスに時間を要しているので、この点に留意しておく必

要がある。 

 

2）制度：組織面 

優良なC2種子を生産するには、優良な品質のC1種子を確保することが必要条件である

ものの、この点は、本プロジェクトのスコープ外である（外部条件）。この点が、SFS卒

業農民が、C2種子生産を継続するうえで、制約要因になりかねない。また、現時点では、

C2種子は、インフォーマルな種子と認識されているものの、本プロジェクトで提案しよ

うとしている、C2種子の品質保証手順に合格した種子が、種子としての品質を十分確保

していることを実証・広報することで、政府機関関係者及び農民への理解を進めること

を通じて、C2種子の生産・利用の拡大が可能となると考えられる。 

 

3）財政面 

SFSは、1カ所当たり30人の農民を対象として、約30週間にわたって毎週1回の研修を実

施する普及手法のひとつである。1サイクル実施に要する材料費等の実費はそれほど大き

な金額ではない（日本円換算で約10万円）である。この直接費に加えて、ワレダの専門

官の交通費、ワレダ職員向けの研修費用（講師育成研修やファシリテーター育成研修）、

種子検査ラボの運営費も必要となる。本プロジェクト終了後、SFS活動を継続するために

は、このような費用をエチオピア政府が負担することが必要となる。このような予算を

確保するためには、政府の既存の普及システムに、SFS活動を組み入れることを検討する

ことが必要であろう。 

 

4）技術面 

残りのプロジェクト期間中に、2回の栽培シーズンがあり、関係政府職員への研修（講

師育成研修とファシリテーター育成研修）、SFSが実施され、関係政府職員の知識・能力

の向上・定着が進むものと期待される。SFS参加農民の場合、SFSにおける研修が、理論

面だけでなく、実践面も併せて行うことで、これまで十分には理解していなかった、種

子生産技術が本当に理解できたとの意見が多くある（農民及び関係政府職員の話）。また、

グループ活動として行うことで、農民の連帯が強化されるという評価もあり、実際、一

部の農民は、グループ化・組織化を進めている。 

なお、SFS参加農民が、実際にどの程度、技術を理解しているか、そして、どの技術を

実際に採用し、あるいは採用しないのかを調査・分析したうえで、必要に応じて今後実

施されるSFSの研修内容を改良することで、技術の定着率の向上を図ることが期待され

る。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

 

（2）実施プロセスに関すること 

特になし 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

３－４－１ 計画内容に関すること 

（1）本プロジェクトの基本コンセプトの理解について 

プロジェクトの基本コンセプトが必ずしも、プロジェクト関係者間で共有されていな

い面があった。2011年11月のPDM改訂内容をみても、小規模農民のための種子生産シス

テムの構築をめざすものであったのに、小規模農民による種子生産といった考え方が入

ってきている。小規模農民による種子生産を排除するものではないものの、種子生産の

効率性や種子検査に要する労力等を考えると、種子生産者を小規模農民に限定する必要

もない。本中間レビュー調査では、本プロジェクトの目的・コンセプトを再確認するた

めに、提言の項でプロジェクトのコンセプトを示すとともに、PDM改訂案にも説明を加

えた。 

 

３－４－２ 実施プロセスに関すること 

（1）カウンターパートの巻き込みについて 

日本人専門家の各種報告書等でもしばしば指摘されているが、プロジェクト開始当初

からしばらくの間、プロジェクト活動へのカウンターパートの参加が限定的であった。

チーフアドバイザーの不在期間が長いことが、一部カウンターパートの巻き込みが十分

ではないことの要因になっていると考えられる。プロジェクト関係者の理解・認識を向

上させ、プロジェクト活動の円滑な進捗を図るには、マネジメント能力を有するチーフ

アドバイザーの適時かつ適切な期間での派遣がまず重要な点である。 

 

（2）日本人専門家の活動内容・成果物の質などの確保 

チーフアドバイザーの不在期間が長いこと等も影響しているとも思われるが、作業内

容、活動進捗状況、成果物の質が、個別の日本人専門家によって差がみられる。これら、

個別専門家の円滑な活動進捗と成果品の質の確保を図っていくためには、チーフアドバ

イザーに個別専門家への指導権限を与え、日本人専門家チームのマネジメントに責任を

もつ体制づくりが望まれる。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト活動の進捗状況や成果の発現状況については、遅れがみられる。特に、成果3と

成果4の進捗状況が遅れている。今回の中間レビュー調査で、プロジェクトにかかわっているカ

ウンターパート機関関係者、農民、その他政府機関等でのインタビュー調査を行った結果、SFS

自体については、高い評価がある一方で、各種の課題があることも分かってきた。本プロジェ

クトの残り期間は、約1年9カ月である。この期間で、確認された課題の改善に取り組み、でき

るだけ高い成果を上げることが求められる。この点に関しては、次の提言の項で説明する。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ プロジェクトの残り期間においてプロジェクトが取るべき事項 

① 本プロジェクトの目的・コンセプトのプロジェクト関係者間での共有 

② 連絡・調整窓口の明確化 

③ 簡易種子検査ラボラトリー〔種子検査担当者の配置と機材の調達、種子検査ラボでの

検査項目（パラメーター）の設定〕 

④ SFS手法の改善のために実施すべき事項 

⑤ SFS方式の継続的利用に向けた取り組み 

⑥ 対象各ワレダの種子生産計画と種子生産戦略の作成 

⑦ 農業機械の改良 

 

３－６－２ 日本側が対処すべき事項 

① 専門家の交代を避ける努力を傾注すべき 

 

３－６－３ エチオピア側が対処すべき事項 

① 農業省普及局に、連絡・調整担当職員を1名配置することと、ワレダ農業事務所及びゾ

ーン農業部の幹部職員のフォーカルパーソンとしての参画 

② 報告体制の強化 

 

３－６－４ PDM 

① PDMの改訂 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

特になし 
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第１章 中間レビューの概要 
 

１－１ 調査の背景と目的 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、人口の85％が農業に従事し、

農業生産のGDPに占める割合が40％以上であり、経済・産業における農業の位置づけは極めて

大きい。2006年に策定された国家開発5カ年計画においても、農業分野は最も重要なセクター

として位置づけられている。しかしながら、農業生産の大部分は伝統的な技術に依存している

のが実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていない。 

このようなエチオピアにおける低い農業生産性の一因は、改良種子の供給が需要を大きく下

回っていることにある。エチオピアにおける肥料や農薬の使用量は増加の一途をたどっている

にもかかわらず、改良種子の供給は依然として低水準にとどまっている。種子生産の中軸を担

っている国営企業のエチオピア種子公社（ESE）は、改良種子の生産・供給を任務としている

が、供給量は農家需要のわずか20％程度にとどまっているといわれており、ほとんどの農民は

前年収穫物の一部を保管して作付け用の種子とするか、地方市場でインフォーマルに農民が販

売している種子を利用しているのが実態である。これらの種子は①生産性の低い在来種である

こと、②病気に感染しており発芽率が低く、実をつけないこと、③適切な管理がなされていな

いためさまざまな品種が混ざっており均質でないこと等の問題があり、農業生産性の観点から

大きな課題となっている。 

このような状況から、エチオピア政府は改良種子の需要を満たすために農家自身による種子

生産増加をめざし、州政府や郡、農業協同組合と協力して活動を行っている。しかしながら、

①農民の種子生産技術が不十分であること、②州や郡職員の種子品質管理技術が不十分である

こと、③種子の価格設定方法がマーケットの状況を反映できていないこと、④行政手続きや収

穫後の管理の問題から種子が適切な時期に利用者に配布されないことなど、生産技術、品質管

理、流通に至るまで多くの課題を抱えている。こうした状況を受けて、JICAは2010年2月から

2014年2月までの4年間の予定で本プロジェクトを実施している。 

本プロジェクトは2011年7月に運営指導調査によりPDM及びPOの見直しが行われ、見直され

た枠組みに基づいたプロジェクト運営がされてきている。プロジェクト目標の達成に向けて、

エチオピア側と合同でこれまでの実績と実施プロセスを整理し、エチオピア側と進捗状況・課

題に係る認識を共有するとともに、必要なプロジェクト計画の修正やプロジェクト運営体制の

改善についてエチオピア側と協議することを目的として、中間レビューを実施した。 

 

１－２ 日程 

付属資料1のとおり。 

 

１－３ 団員 

日本側評価団員 

担当分野 氏 名 所  属 

総  括 稲葉 誠 JICA 客員国際協力専門員 

種  子 西川 芳昭 名古屋大学 大学院国際開発学科 教授 

評価分析 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

計画管理 國武 匠 JICA 農村開発部乾燥畑作地帯課 職員 
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エチオピア側評価団員 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 Mr. Zewdie Gebretsadik
Senior Technical Assistant, Agricultural 

Transformation Agency 

団  員 Mr. Hirago Feleke 
Senior Expert, Agricultural Input Marketing 

Directorate, Ministry of Agriculture 

 

１－４ 評価方法 

（1）主な調査項目 

本中間レビュー調査は、2011年11月に改訂されたPDM Version 1に基づき、プロジェク

トの実績、実施プロセス、及び以下の評価5項目に関するレビューを行った。〔PDM Version 

0とVersion 1及びPDM改訂案（version 2）の仮和文版は、付属資料2を参照のこと〕 

 

妥当性： エチオピアの優良種子生産ニーズとの整合性、エチオピアの国家開発計

画等との整合性、日本の援助政策との整合性、プロジェクトアプローチ

の適切性など 

有効性： プロジェクト目標の達成度見込み、アウトプットのプロジェクト目標達

成への貢献度 

効率性： 達成されたアウトプットからみた投入の質・量・タイミングの適切性、

効率性を促進・阻害した要因 

インパクト：上位目標達成の見通し、プロジェクト実施によりもたらされた正負の効

果・影響 

持続性： 開発政策との整合性、実施機関の組織・財政・運営管理能力、技術面に

おける持続性 

 

（2）データ収集方法 

上記の調査項目に関する情報・データ収集は、以下の方法により実施した。 

情報・データ 

収集方法 
目 的 主な情報源 

①文献調査 

プロジェクトに関連

する政策、プロジェク

トの実績に関連する

資料 

・ 詳細計画策定調査報告書（案）（2009年6月） 

・ わが国の対エチオピア援助方針 

・ 事前評価資料（専門家チーム作成） 

・ プロジェクト報告書（短期専門家報告書、月報など）

及び運営指導調査報告書 

・ エチオピアの国家開発計画など 

②インタビュ

ー 

プロジェクトの実

績・進捗状況及び実施

プロセスに関するヒ

アリング・確認 

・ 日本人専門家 

・ エチオピア側カウンターパート機関〔農業省、オロ

ミア州農業局、南部諸民族州（Southern Nationas, 

Nationalities and Peoples’：SNNP）州農業局、オロ

ミア州内及びSNNP州内のプロジェクト対象ワレダ

農業事務所〕の関係者 

・ Debra zeit農業研究所関係者 
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・ 関係機関関係者：オロミア種子公社、 ATA

（Agricultural Transformation Agency） 

・ オロミア州の対象ワレダのSFS参加農民約15名 

・ 他ドナー〔オランダ王国（以下、「オランダ」と記

す）支援の ISSDプログラム 1〕及び大学関係者

（Hawassa大学及びMekelle大学） 

③質問票 

成果の発現状況、効率

性、インパクト、自立

発展性等に関する事

項の把握 

・ 日本人専門家チーム、カンターパート（農業省、州

農業局、ワレダ農業事務所） 

 

（3）PDMの改訂 

上記のとおり、本中間レビュー調査は、2011年11月に改訂されたPDM Version 1に基づ

き進めた。なお、PDMの内容については、プロジェクト活動の進捗状況と指標に関する

データの収集状況を現地で確認しつつ、中間レビュー調査団としての改訂（案）を作成し、

2012年5月30日に開催された合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）に提示

した。その際、改定案について、カウンターパート及び日本人専門家間で今後検討し、次

回のJCC開催時に検討を経たプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）改定案について承認するよう提案した。PDM改訂（案）（Version 2）の英

語版は、ミニッツの付属資料2に示したとおりである。また、PDM改訂（案）（version 2）

の仮和訳版を付属資料4に示した。なお、このPDM改訂（案）に基づき、関係者間で内容

の検討を進めるとともに、活動計画（Plan of Operations：PO）についても改訂作業を進め

る必要がある。 

 

１－５ 本プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトの中央政府レベルの実施機関は、農業省の普及局である。プロジェクトダイ

レクターは、普及局長であり、プロジェクト・マネジャーは普及局のシニア専門官である。本

プロジェクトの対象ワレダは、3州の5ワレダであることから、州政府レベルでは、アムハラ州、

オロミア州、SNNP州の州農業局がカウンターパート機関となっている。さらに州は複数のゾ

ーンで構成され、各ゾーンに農業開発事務所があり、そこもカウンターパート機関として位置

づけられている（オロミア州では2つのゾーン農業開発事務所、アムハラ州とSNNP州ではそれ

ぞれ1つのゾーン農業開発事務所）。そして、対象5ワレダの農業事務所（オロミア州のアダ、

デンディ、ルメ、アムハラ州のイルマナデンサ、SNNP州のソド）もカウンターパート機関で

ある。 

このほか、エチオピア農業研究機関（Ethiopian Institute of Agricultural Research：EIAR）とそ

の傘下の農業研究所、種子生産公社が関係機関と位置づけられている。 

日本人専門家チームから入手した実施体制図を図1-1に示す。 

 

 

                                                  
1 Integrated Seed Sector Development Program 
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第２章 プロジェクトの実績 
 

２－１ 投入実績 

２－１－１ 日本側投入 

（1）JICA専門家派遣 

中間レビュー時点で、長期専門家は1分野の専門家が派遣されている（業務調整/種子生産

モニタリング）。短期専門家としては、①チーフアドバイザー/種子生産政策・制度、②種子

生産モニタリング、③.種子生産技術、④農業機械、⑤普及システム、⑥研修運営、⑦教材

作成、⑧種子品質管理、⑨流通・農業経営、の分野の専門家が派遣された。派遣実績概要

は次のとおり。 

 

1）長期専門家 

 氏 名 分 野 
期間（現地到着日～現地出発日） 

M/M合計 
（予定含む）

開始 終了 （人・月）

1 中村 謙仁
業務調整/種子生産
モニタリング 

2011年5月23日 2013年5月22日 24.3 

 

2）短期専門家 

 氏 名 分 野 
期間（現地到着日～現地出発日）

M/M合計 
（予定含む）

担当分野別

合計M/M
開始 終了 （人・月） 

1 櫃田 木世子
チーフアドバ

イザー/種子生
産政策・制度

2010年2月23日 2010年5月18日 2.8 
12.4 2010年6月30日 2010年12月25日 5.9 

2 仲田 茂 2011年7月31日 2011年11月19日 3.7 

3 中村 謙仁 
種子生産モニ

タリング 
2010年7月5日 2011年3月17日 8.5 8.5 

4 松井 猛彦 種子生産技術

2010年6月30日 2010年8月30日 2.0 

9.5 
2010年11月15日 2011年1月14日 2.0 

2011年5月21日 2011年9月2日 3.5 
2011年10月10日 2011年12月8日 2.0 

5 松本 巌 
農業機械 

2010年2月23日 2010年4月18日 1.8 

8.8 
2010年10月10日 2010年12月11日 2.1 

農機具改良 2010年6月30日 2010年8月13日 1.5 
6 濱中 透 

農業機械 
2011年10月17日 2011年12月13日 1.9 

7 徳本 靖 2012年2月29日 2012年4月13日 1.5 

8 伴場 賢一 普及システム

2011年4月19日 2011年5月18日 1.0 

5.7 
2011年7月12日 2011年8月30日 1.6 
2012年2月26日 2012年3月30日 1.1 

2012年5月1日 2012年6月30日 2.0 

9 小川 菜穂子 研修運営 
2011年3月13日 2011年6月11日 3.0 

12.5 
2011年6月25日 2011年8月22日 1.9 
2011年9月27日 2012年1月17日 3.7 

10 中里 麻也子
教材作成 

2011年4月5日 2011年6月2日 1.9 
11 田口 明男 2012年4月15日 2012年6月13日 2.0 
12 白石 正明 種子品質管理 2011年10月9日 2011年12月30日 2.7 2.7 
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13 伴場 賢一 
流通・農業経

営 

2010年7月5日 2010年9月2日 2.0 

5.8 
2010年11月24日 2010年12月23日 1.0 

2011年2月3日 2011年3月14日 1.3 
2011年10月25日 2011年12月9日 1.5 

 

（2）本邦研修あるいは第三国研修の受け入れ 

中間レビュー調査時点までに以下2名のプロジェクト関係者がケニア共和国（以下、「ケ

ニア」と記す）での第三国研修に参加している。なお、今年度（2012/13年）、本邦研修とし

て4名を受け入れる予定になっている。 

 
 氏 名 研修期間 研修分野 研修内容 研修参加時の職位 

1 Mr. Assefa Ayele 2010年 12月
5日～ 12月
11日（ 7日
間） 

ケニアの農

民学校

（Farmer’s 
Field School）
視察 

①ケニアで実施中の農

民学校の経験と長所

及び課題を学ぶこと 
 
②農民が中心で現場中

心のプログラムの良

い事例や価値ある経

験等を学ぶこと 

Senior Expert, 
Extension Directorate, 
Ministry of Agriculture
（本プロジェクトの

プロジェクト・マネジ

ャー） 

2 Mr. Dejene Mebratu 
Senior Expert, 
Extension Directorate, 
Ministry of Agriculture

 

（3）機材供与 

車輌、自転車、事務機器（コンピュータ、プリンター、プロジェクター、事務机など）、

農業機械（脱穀機、唐箕、選別機、播種機など）が供与された。供与機材の価格合計は、

2012年3月現在で、約350万ビル（円換算値は、約1,570万円2）である。詳細については、付

属資料2英文レビューレポートのAnnex 5参照のこと。このほか、DZARCの圃場に網室を建

設した。 

 

（4）日本側負担現地活動費 

プロジェクト活動実施に関してJICAが負担した費用は、2012年3月時点で1,570万ビル（円

換算値は、約7,120万円）である。詳細は、付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 6参照

のこと。 

 

２－１－２ エチオピア側投入 

（1）エチオピア側カウンターパートの配置 

中間レビュー時点で、合計45名のカウンターパートが配置されている。農業省の普及局

が3名（これには、プロジェクトダイレクターとプロジェクト・マネジャーを含む）、州農

業局（アムハラ州、オロミア州、SNNP州）が9名、ゾーン農業開発部が4名、ワレダ農業事

務所が29名である。詳細は、付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 7参照のこと。この

ほか、DZARCの研究員2名がプロジェクト活動に協力している。 

                                                  
2 2012年 5月時点、1ビル＝4.53円の交換レートと想定した場合。 
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（2）エチオピア側活動経費負担 

エチオピア側は、プロジェクト用の執務室等に要する光熱費を負担している。 

 

（3）施設の提供 

農業省本部とアムハラ州農業局が、日本人専門家用執務室を提供している。オロミア州

内の対象3カ所のワレダ農業事務所（アダ、デンディ、ルメ）が簡易ラボ用の敷地を提供し

た。また、DZARCが専門家執務室、実証活動用の圃場、研究補助員による技術支援を提供

している（併せて光熱費も負担）。 

 

２－２ 成果の達成状況 

２－２－１ 成果1：優良種子生産技術が改善される 

指標1及び指標2は、両方とも、DZARCの支援を得つつ、プロジェクト終了時までに達成する

ことが期待される。簡易農業機械の製造については、進捗状況が芳しくなく、改良途中の農業

機械が数種類ある。 

 

指標1-1：5種類以上の種子生産技術が実証される。 

 

表2-1に示すように、種子生産に関する4種類の技術についての実証が終了している。現在、1

つの技術について実証作業途中であり、さらに今後、3種類の技術について実証試験を行う予定

にしている。プロジェクト終了時までに合計8種類の種子生産技術の実証が完了する見込みであ

る。 

 

第２－１ 種子生産技術の実証状況 

項目 
種子生産技術の種

類（技術の名称） 
実証済み技術の活用状況 農家圃場での適用性 

1）実証済
み 

1. スパイクトゥ
ースハローを

用いた圃場整

備（砕土、均平

化） 

昨年度（2011/12年）からSFSで実際
に用いられている。 

スパイクトゥースハローのコス

トダウンが必要である。労働力

については、伝統的に農家が利

用しているウシに取り付けて使

うことが可能であり、導入は、

技術的に難しくない。 
2. テフの砂混合
播種 

昨年度（2011/12年）からSFSで実際
に用いられている。 

特別な機材を用意することな

く、現地で入手可能な砂にテフ

の種子を混合するだけであるた

め、農家圃場への適用も容易で

ある。ただし、砂を用いること

の妥当性については、関係者間

で意見の相違があった。 
3. チェーンある
いは木の枝を

用いた播種後

の覆土及び軽

度な土壌鎮圧 

この技術は、昨年度オロミア州で開

発されたが、対象とする圃場の土性

によって調整が必要であり、今年度

（2012/13年）は、アムハラ州及び
SNNP州のFTC（農民研修センター）
を用いて適応試験を実施する予定

になっている。 

テフの砂混合播種同様に、現地

で入手可能な材料を用いた技術

であるため、農家圃場への適用

は容易である。 
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 4. 徹底した異株
除去による次

世代種子の品

質向上 

異株を取り除くことによる品質の

向上が確認できたので、現在、いか

に異株を取り除くかという実証試

験が行われている。具体的には、テ

フ及び小麦の異株というのは、出穂

するまで見分けることが困難なた

め、圃場検査に要する労力が特定の

時期に集中してしまい、そのため限

られた作業員が広い圃場を回るの

は大変な作業となる。そのため、プ

ロジェクトでは出穂するまでに異

株を見分けられる方法を確立する

ため、DZARC内にある網室内で試
験が行われている（下記2）実証中
の技術のこと）。また、この技術は

推奨技術としてSFSの中で用いる予
定になっている。 

異株取り除きの技術自体は新し

いものではなく、それ自体は技

術的に難しくはないが、徹底し

て取り除くことについて、以下

の点で課題がある。異株や羅病

株を判別する作業を容易にする

ための、条播きが必須であり、

農家が播種方法を、散播から条

播きに変えることが必要とな

る。 
また、既存の栽培方法に比べて、

圃場で異株の抜き取りを行う労

力が増加する。その増加する労

働力に見合うだけの、収益が得

られるような種子価格（農家販

売価格）の設定や、種子として

の評価が得られることが必要に

なる。 
2）実証中 1. 出穂前のテフの異株認識方法の確立   

3）今後実
証予定 

1. テフ及び小麦に対応した条播機の開発 
2. 経代が種子の収量に及ぼす影響（種子の品質劣
化状況の把握） 

3. テフ混合播種の効率向上（砂に代わる増量剤の
適正化） 

  

 

指標1-2：種子生産技術マニュアルが作成される。 

 

種子生産技術担当日本人専門家がDZARCの研究者から情報を得つつ、種子生産技術マニュア

ル（Teff & Wheat Seed Multiplication Manual）を作成中であり、2011年12月には、第2次改訂案が

作成された（マニュアルの目次を付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 8に示す）。今後、

実証試験の結果及びSFSの実施結果を反映させ、内容を改訂していく予定である。このマニュア

ルは、耕種法と農業機械の両方の要素を合わせた内容になる予定である。今後、農業機械の改

良結果をマニュアルの内容に適切に反映させることが必要である。なお、このマニュアルの利

用者として想定しているのは、ワレダ農業事務所の職員である。 

今後、農業省関係者、対象の3州の農業局関係者、ワレダ農業事務所関係者と議論しつつ、改

訂作業を進めることが必要になると考える。また、このマニュアルの利用者（ワレダ農業事務

所の普及員）の理解を図るうえでは、ローカル言語で作成することが必要である。マニュアル

の最初の部分に、このマニュアルの利用者を明記することが必要である。また、ローカル言語

への翻訳については、翻訳の専門家等による翻訳を経たあとに、マニュアルが取り扱う内容に

関するエチオピア国内の専門技術者による校閲を経ることが、理解できる文章とするために望

ましいと考える。 

さらに、以下の点についても考慮しつつ、マニュアルの改訂を進めることが望ましいと考え

る。 

① マニュアル作成に際し、参考とした既存の資料名の明記すること（エチオピアに既にあ

ったものについて）。さらに、エチオピアの既存の種子生産マニュアルの内容のどの点が

不十分であると認識したうえで、改良を加えることにしたかの経緯の説明。 



 

－9－ 

② 上記と類似するが、種子生産技術の改良に関して、どのような改良・開発が必要である

と判断したかについて、その説明を加える（種子栽培技術と農業機械利用の両分野につ

いて）。 

③ 改良・開発中の種子生産技術を適用した場合、どのような効果があるかを説明すること。

〔例えば、収量増加の効果の程度（従来の収量○tから○tへの増収をめざしている）、種

子としての品質確保にどのように効果があるか、生産コスト面でどのようなメリットや

デメリットがあるか、生産コストが増加する場合は、通常の生産コストに比較してどの

くらい増加するのか、収益面では、従来の方法とどのような差が生じるのか、などにつ

いて〕。 

 

その他の成果 

 

（1）農業機械の製造あるいは維持管理に関する研修・ワークショップ開催実績 

表2-2に示すように、農業機械関連の研修が5回実施されている。 

 
 研修の名称 期間 参加者数 研修対象者 

1 

脱穀機及びクリー

ナー（精選機）の維

持管理研修（問題分

析） 

2010年11月25日及
び26日（2日間） 

15 
3州5郡のプロジェクト対象地域において
脱穀機及びクリーナー（精選機）を配布

する予定の組合の代表者 

2 
脱穀機及びクリー

ナー（精選機）の維

持管理研修（実践） 

2010年1月17日、20
日、25日（計3日間）

32 

3州5郡のプロジェクト対象地域において
脱穀機及びクリーナー（精選機）を受け

取る代表者（アムハラ8名、SNNP10名、
オロミア14名） 

3 条橎機 
2011年 11月 9日～
22日（16日間） 

9 

オロミア州のプロジェクト対象地域にお

ける民間の機械業者、連邦農業省の専門

官（農業機械）、メルカサ農業試験場の研

究者 

4 唐箕 
2011年11月23日～
26日（4日間） 

8 
オロミア州のプロジェクト対象地域にお

ける民間の機械製造業者、メルカサ農業

試験場の研究者 

5 
脱穀機及びクリー

ナー（精選機）の維

持管理研修 

2011年12月27日～
29日（3日間） 

20 

3州5郡のプロジェクト対象地域におい
て、既に脱穀機及びクリーナー（精選機）

を配布した組合の代表者及び近郊ユニオ

ン関係者 

 

（2）簡易農業機械の開発状況 

表2-3に示すように、8種類の農業機械類の改良が進められている。改良が完了しているの

は、コンパクターだけで、ツースハローなど7種類の機械については、改良途上である（農

業機械担当分野の専門家が派遣されていない期間は、改良作業は中断している）。脱穀機に

ついては、今後、軽量化、小型化、製造コスト削減を進める予定になっている。 

製作・維持管理マニュアル類については、いずれもドラフト段階であり、今後、内容の

改訂とローカル言語版を作成する必要がある。 

なお、改良作業が途中で止まっている農機具類が7種類もあり、今後、更に1種類の農機

具の改良を進める計画になっているが、これまでの進捗状況と残りのプロジェクト期間（及
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び農業機械担当専門家の派遣予定）を勘案すると、必要性の高い農機具に改良対象を絞り

込むことが必要である。 

 

表２－３ 農業機械類の開発状況 

 

種 類 

進捗状況 

進行状況の説明 
製作・維持管理マニュアル

類の作成状況 
完 

了 

進
行
中 

新 

規 

1 ツースハロー  X  
仕様の統一、強度の強化、重粘土

土壌用の改良、コストダウンが必

要 

Tooth Harrow Fabrication 
Manual（English） 

2 
条橎機 
（小麦用） 

 X  
強度の強化、コストダウン、6条
同時播種用の改良が必要 

Sowing machine（Amharic）
Fabrication manual for 
wheat single row seeder
（English） 

3 
条橎機 
（テフ用） 

 X  
強度の強化、コストダウン、6条
同時播種用の改良が必要 

Fabrication manual for teff 
single row seeder（English）

4 脱穀機  X  
軽量化、小型化、コストダウンが

必要であり、下記11番の足踏み脱
穀式への移行を検討中 

Threshing machine 
operation manual（Amharic）

5 
クリーナー 
（精選機） 

 X  
軽量化、強度の強化、コストダウ

ンが必要 
 

6 
唐箕 
（手動、金属

製） 
 X  

耐久性の向上、風量の安定化、軽

量化、仕様の統一、が必要 ※脱

穀後の種子から、未熟種子やごみ

等を取り除くための手動唐箕（圃

場での使用） 

 

7 
唐箕 
（電動、木製） 

 X  

扇風機の風量増加、耐久性の向上

が必要 
※市販の小麦種子から（純）優良

種子を選抜（リフレッシュメン

ト）するための電動唐箕（ユニオ

ンもしくはコープ単位での使用）

Fabrication manual for 
electric fan attached 
wooden winnower（English）

8 
コンパクター 
（鎮圧機） 

X   

土壌の状況に応じた鎮圧方法の

検討が必要（土性によっては、コ

ンパクターではなく木の枝やチ

ェーンによる鎮圧、覆土を検討）

 

9 足踏式脱穀機   X 
上記の番号4.脱穀機の軽量化、小
型化、コストダウンを実現するた

め 
 

 

２－２－２ 成果2：優良種子生産技術が小規模農民に普及する 

指標2-1は、プロジェクト終了時までに達成することが期待される。指標2-2については、判断

材料となるデータ・情報がないので達成できるかどうか見通すことが困難である。 

 

指標2-1：種子農民学校（SFS）を900人以上の農家が卒業する。 

 

2011年の6月から2012年1月にかけての30週間、オロミア州の3つのワレダの計9カ所において
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種子農民学校（Seed Farmer’s School3：SFS）が実施された。1カ所当たりの参加農民は約30人で

あり、9カ所で計279人が参加した。SFSでは、毎週1回、研修・ワークショップが実施され、75％

以上の出席率があれば、卒業するという基準を設けている。279人中、卒業したのは258人であ

り、卒業率は92％であった。 

本プロジェクトの実施期間は、2014年2月までであり、今後さらに2回の作物栽培が可能であ

る。すなわち、2012/13年及び2013/14年の2回の栽培シーズン（栽培シーズンは、おおよそ6月か

ら1月にかけて）がある。この2年間におけるSFS実施予定箇所数と参加予定農民数を、表2-4に

示す（2011/12年の場合は、実績値）。 

 

表２－４ SFS実施予定箇所数と参加予定農民数 

（上段：カ所/下段：人） 

州 ワレダ  2011/12年 2012/13年 2013/14年 計 

アムハラ Yilmana Densa 
SFS数 0 6 6 12 

農民数 0 180 180 360 

オロミア Ada’a、Dendi、Lume 
SFS数 9 9 9 27 

農民数 279 270 270 819 

SNNP Sodo 
SFS数 0 3 3 6 

農民数 0 90 90 180 

 計 
SFS数 9 18 18 45 

農民数 279 540 540 1,359 

卒業農家数（実績と想定数） 258 （432） （432） （1,122） 

 

今後2回の栽培シーズンにおける、SFSへの参加農民数（予定）は、合計1,080人である。昨シ

ーズンの卒業率は92％と高かったが、仮に今後の卒業率を80％と仮定すると、1,080人 x 80 ％

＝864人となる。これに、昨シーズンの卒業者数の258人を加えると、合計1,122人になる。した

がって、プロジェクト終了時に、目標値である900人を達成する見込みは高いと考えられる。 

 

指標2-2：SFSのメンバーの60％以上がチェック項目に合格する。 

 

この指標は、第3回JCC開催時（2011年11月）に、PDMを改訂した際に、新規に追加された指

標である。そのため、昨シーズンのSFS実施においては、チェック項目を設定していなかったの

で、この指標に関する実績データはない。プロジェクトチームが、どのようなチェック項目を

設けるのかについての検討を進めた結果、付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 9に示すよ

うな農民用のフィールドノートを作成し、その項目をチェック項目として利用する方針となっ

ている。チェック項目には、農家の基本情報、以前の栽培作物、圃場準備、種子、施肥、播種、

雑草と異株の管理、圃場検査、病虫害管理、収穫、脱穀、収量、保管が含まれる。これらのチ

ェック項目の実施状況を把握・点数づけすることで、各農民の種子生産技術の定着度を測る予

定である。 

                                                  
3 国連食糧農業機関（FAO）が開発した農民参加型の農業技術普及手法である Farmer Field School（FFS）手法を改良したもので、種

子農民学校（Seed Farmers School：SFS）と呼称しているもの。 
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その他の点 

 

（1）SFS参加農民対象の調査について 

本プロジェクトが推奨する種子生産技術が、SFS参加農民にどの程度定着しているかを知

るためには、SFS参加時のSFS農民の農業生産の実態とSFS参加後の種子生産を含む農業生

産の実態をできるだけ適格に把握する必要がある。これまでSFS参加農民を対象に調査が実

施されているが、調査項目には、農業生産にかかわる基本的項目が不足しているし、種子

生産や種子の利用・流通面での調査項目も不足している。本プロジェクトの性格やPDM内

の指標に関する情報を入手するうえで、必要な調査項目について、再度検討したうえで、

調査項目を全面的に見直すことが必要になっている。 

 

（2）SFSの手法とその内容の適切さについて 

SFS手法については、エチオピア側関係者、特に、現場に近い、ワレダ農業事務所や州農

業局（Regional Bureau of Agriculture：R-BoA）の関係者の評価が高い。しかしながら、今回

の中間レビュー調査では、時間的な制約とSFS参加農民へのインタビューが少人数であった

ことから、SFS手法の内容が適切なものかどうかについて、十分には評価できなかった。評

価すべき点としては、例えば、① 講師育成研修（TOT）とファシリテーター育成研修（TOF）

のカリキュラム及び研修内容の適切さ、② TOTとTOFの講師の能力レベル、③ SFS教材の

良否や適切さ、④ SFSのカリキュラム・トピックスの内容構成の良否・適切さなどがあると

考える。今後、SFS手法をひとつの普及手法として既存の普及システムに取り入れることを

提言しているが、その前提として、少なくとも終了時評価時までには、本プロジェクトの

SFS手法が、手法として適切な内容と効果を伴っているかどうか評価する必要がある。 

 

２－２－３ 成果3：優良種子の品質保証が強化される 

C2種子用の品質保証手順づくりが進行中である。検査様式（上述のフィールドノートとスコ

アリング様式）が提案され、今期の栽培シーズンにおけるSFSで用いられる予定である。ラボ検

査については、C2種子に対してどのような検査を実施するのか決まっていない。なお、オロミ

ア州の3カ所のワレダ（アダ、デンディ、ルメ）には、簡易ラボの建物を建設済みである。ラボ

用の機材調達とラボ検査要員の配置は、まだ実施されていない。 

 

指標3-1：SFSメンバーの60％以上が検査を受ける。 

 

2011年に実施したSFSの場合、参加農民が生産した種子の検査は実施されていない。オロミア

州内にいる検査官の人数は限られており（オロミア州内には、州政府が管轄する種子検査ラボ

が2カ所あるが、オロミア州の面積は35万km2であり、日本の国土面積37万8,000km2とほぼ同等

である）、また、SFS参加農民数が279名と多数であるため、既存の政府の種子検査体制による圃

場審査を受けることは、実質的に困難であった（C2種子に関する国家品質基準があるものの、

政府の公式見解では、C2種子を種子として位置づけていない）。 

SFS参加農民の種子検査については、今後、野帳（Field Note）の圃場検査項目への記載状況、

ワレダ農業事務所の専門官による点数づけ（scoring）などの方法を用いて行う予定である。な
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お、圃場検査のための労力投入量を軽減するため、種子生産圃場をある程度小さなまとまりに

すること（クラスター化）を進めていく方針になっている。 

なお、この指標は、成果2の指標2-2と同様のことを意味するので、成果3の指標としては、除

外することが望ましいと考える。 

 

指標3-2：各ワレダのラボラトリーに種子検査に関する試験に合格した検査官が1名以上配置さ

れる。 

 

本プロジェクトで、オロミア州の対象3ワレダ（アダ、ルメ、デンディ）の農業事務所の敷地

内に簡易種子検査室（独立した建物）を新築した。ラボラトリー用の机と本棚は購入済みであ

る。検査用の機器類の調達が今後予定されている。これらプロジェクト対象3ワレダのラボに、

種子検査官を配置することで合意しているが、現状は以下のとおりである。 

 

① アダの場合は、農業事務所内に種子委員会があり、その委員会メンバーには、課題別専

門員（Subject Matter Specialist：農業、育種、種子、家畜などの専門員）が入っているの

で、専任のラボ検査官を配置するのではなく、これらの職員が必要に応じてラボでの作

業を担当することを考えている。 

② デンディの場合は、既存職員の中から2名を配置する方針であり、誰を配置するかについ

ては、既に決まっている。ただし、機材類が整備されていないので実際の配置は行われ

ていない。 

③ ルメの場合は、未定である。 

 

指標3-3：優良種子の種子保証手順についての提案が出される。 

 

現在、関係者間で種子の保証手順についての検討が進められている。それは、種子関連の法

律や基準に基づいた品質認証（Certificate）を行うのではなく、ワレダレベルで品質保証

（Assurance）を行う方法が考えられている。具体的な方法としては、①SFS参加農民自ら、自分

の種子生産圃場の生産・管理状況を野帳に記録すること、②SFS参加農民、ワレダ農業事務所の

普及員（Development Agent：DA）あるいは専門官が、野帳への記入状況を点数づけする、とい

う2通りの管理を行うことである。このような手順を用いることについては、2012年4月24日に

実施された「普及教材作成ワークショップ」の際に、連邦農業省及び3州の農業局代表者等との

間で共通認識を得ている。今後、この種子保証手順（案）をプロジェクトダイレクター並びに

プロジェクト・マネジャーに説明し、合意形成を進める予定になっている。 

なお、ラボでの検査手順については、まだ決まっていない。 

 

その他の成果 

 

（1）種子検査関連の研修実施実績 

種子の圃場検査と室内検査に関する研修が各1回ずつ実施された。詳細は表2-5のとおりで

ある。 
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表２－５ 種子検査関連の研修実施実験 

研修名 圃場検査研修（Field inspection） 室内検査研修（Laboratory test） 

研修期間 2011年11月2日～3日 2011年12月13日～14日 

研修場所 オロミア州モジョ（Mojo）にあるホテル オロミア州アセラ（Asela）種子検査室 

研修対象者 

C/P〔オロミア州農業局、ゾーン農業部、ワレ

ダ（郡）農業事務所における専門官、農業普

及員（DA）〕、アセラ（Asela）及びアンボ（Ambo）

の種子検査室の専門官 

C/P〔オロミア州農業局、ゾーン農業部、ワレ

ダ（郡）農業事務所における専門官、農業普

及員（DA）〕、アセラ（Asela）及びアンボ（Ambo）

の種子検査室の専門官 

研修受講者数 21名 23名 

備 考 

2011年10月4日から30日にかけて、オロミア州

のアダ、ルメ、デンディの農家圃場において

OJT（On the Job Training）を別途実施した。 

 

 

２－２－４ 成果4：小規模農家による優良種子生産の持続的システムが提案される 

対象各ワレダの種子生産計画については、未着手である。種子生産戦略については、第2版の

ドラフトが作成された。しかしながら、そのドラフト版の内容が必ずしも十分でなく、他の機

関が類似の種子生産戦略を作成中であることが分かった。したがって、本プロジェクトで種子

生産戦略を完成させる必要性が低下した。 

 

指標4-1：対象各ワレダにおいて種子生産計画が作成される。 

 

ワレダごとの種子生産計画作成は、未着手である。これは、この作業を担当するチーフアド

バイザーの派遣期間が想定より短くなっていること及び現在、政府が種子生産戦略を見直し中

であることが影響している。ただし、種子生産計画としてどのような内容を記述するのか、そ

してそのためには、各ワレダでどのような情報・データを入手する必要があるのか、プロジェ

クト関係者間で十分に認識されているとは見受けられなかった。 

 

指標4-2：種子生産戦略（案）が作成される。 

 

2011年11月に第2版の種子生産戦略が作成されている。作成にあたっては、農業省普及局のカ

ウンターパートと日本人専門家（チーフアドバイザー）がかかわった。その戦略文書の目次を

付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 10に示した。まだ十分な内容が伴っている状況にな

く、他の機関4が類似の種子戦略文書を作成中である（ほぼ最終案ができており、組織内部の承

認手続き中で、承認が下りれば公開される。なお、中間レビューチームは、非公式な形ではあ

るが、文書を入手した）。 

 

２－３ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：対象ワレダ（郡）において、優良種子の利用が増加する。 

    

プロジェクト目標の指標1については、改訂が望ましく、変更案については、提言の項で説明す

                                                  
4 Agricultural Transformation Agency：ATA 
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る。指標2については、その目標値が適切であるかどうか、実情に関するデータがないので、今後

の調査結果を待つ必要がある。まだ、不確定要素はあるものの、数値的には、プロジェクト終了

時に指標を達成する可能性はある。ただし、対象ワレダで必要としている種子量に対して、本プ

ロジェクトを通じて供給できる種子量は、まだまだ限定的であると推測される。 

 

指標1：対象ワレダにおいてプロジェクトのアプローチによって、48t以上の優良種子が生産され

る。 

 

この指標設定の経緯について：参加農民の数は、SFS1カ所当たり30人であり、SFS参加条件とし

て0.1haの圃場を種子生産用として使うことが合意書に明記されている。対象とするグループ数は、

プロジェクト期間中に45グループである（2011/12年、9グループ、2012/13年18グループ、2013/14

年18グループの計45グループ）。したがって、種子生産圃場面積は、0.1ha x 30人 x 45グループ＝

135haとなる。ここに、テフの全国収量平均を考慮して、収量を1.0t/haと仮定すると、種子総生産

量は、135tとなる。ここに、生産された種子のうち6割が検査をすると仮定して81t。さらに、この

うち6割が流通すると仮定して、48.6tとなる。このような推計から、プロジェクト目標の指標1と

して、48tの目標が設定された。 

2011/12年のSFSには、279人の農民が参加し、各農民が0.1 haの面積で種子生産を行ったものとみ

られる。ただし、SFS農家が実際にどのくらいの生産量あるいは収量を得られたのか、7月から8月

ごろに実施する調査で把握する予定としている。テフの平均収量（全国）を1.0t/haと想定した場合、

27.9tの生産があったものと推定される。しかし、昨シーズン生産されたC2種子については、品質

検査を実施していないので、仮に、流通していたとしても、優良種子には相当しないので、昨シ

ーズンの優良種子生産量は、0と考えることが妥当である。 

2012/13年と2013/14年は、それぞれ540人の農民がSFSに参加する予定になっているので、各年度

54tのC2種子の生産量が期待される。この2年間の生産量を合計すると108tである。このうち、今後

設定する種子検査基準に合格する割合が、60％、そして、流通する割合が60％として想定した場

合、優良種子生産量は、2年間で合計38.88tになる見込みである。 

なお、3年間の種子生産量で達成度を測るよりも、年間当たりどのくらいのC2種子が生産可能で、

どのくらいの量が流通するかを指標に設定した方が理解しやすいと考える。この指標については、

改訂することを提案する。提案する指標については、提言の項で説明する。 

 

指標2：対象ワレダにおいて、プロジェクトのアプローチによって生産された優良種子のうち、

75％以上が流通する。 

 

2012年7月から8月ごろ、2011年にSFS参加農民が生産した種子の流通状況について調査する予定

になっている。生産された種子量と流通に回った種子量から、流通した割合が計算されることに

なる。なお現時点では、農民は、生産した種子のうち25％を自家用に用い、残り75％を種子とし

て流通に回すと想定しているが、調査結果によっては、この75％という指標を変更することが必

要になるかもしれない。なお、昨シーズン使用したC1種子の品質が低く、それを用いて生産した

C2種子の品質も低いことが想定され、また品質検査を実施していないので、どのように流通して

いるかを調査しても、参考値として扱う必要がある。 
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参考データ 

 

本中間レビュー期間中、日本人専門家を通じて、プロジェクト対象各ワレダから、各ワレダに

おけるC1種子供給量、C1種子を用いた栽培面積等のデータを入手したので、参考データとして以

下表2-6に示す。 

 

表２－６ Quantity of certified seeds（C1）supplied to the project targeted woredas（unit：t） 

Region Woreda Crop
Cropping Season Average 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 （Tons）

Oromia 

Ada'a 
Wheat 208.47 118.20 17.57 30.60 94.50 93.87

Teff 0.87 8.96 4.73 9.00 6.33 5.98

Lume 
Wheat 36.75 284.35 140.62 45.65 390.85 179.64

Teff 
Data is not 

recorded 
Data is not 

recorded 3.85 3.52 3.45 3.61

Dendi 
Wheat 42.20 4.21 4.14 6.73 171.90 45.84

Teff 2.40 3.75 1.85 0.00 1.41 2.35

SNNP Sodo 
Wheat 135.68 238.80 273.68 224.95 382.40 251.10

Teff 0.38 5.15 - 32.30 1.00 9.71

Amhara 
Yilmana 
Densa 

Wheat 10.00 14.24 40.00 13.40 0.00*1 19.41

Teff 24.95 28.85 19.20 14.90 46.20 26.82

 

表２－７ Cropped areas with certified seeds（C1）in the project targeted woredas（unit：ha） 

Region Woreda Crop
Cropping Season Average 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 （ha） 

Oromia 

Ada'a 
Wheat 1,389.80 788.00 117.00 204.00 630.00 625.76

Teff 29.00 298.83 157.80 300.00 210.00 199.13

Lume 
Wheat 245.00 189.57 937.47 304.33 2,605.67 856.41

Teff 0.00 0.00 128.33 117.33 115.00 120.22

Dendi 
Wheat 281.33 280.66 276.00 101.00 258.00 239.40

Teff 80.00 125.00 61.67 0.00 423.00 172.42

SNNP Sodo 
Wheat No data No data No data No data No data No data

Teff No data No data No data No data No data No data

Amhara 
Yilmana 
Densa 

Wheat 66.67 94.92 266.67 89.33 0.00*1 129.40

Teff 831.67 961.67 640.00 496.67 1,539.83 893.97

 

表２－８ Production of wheat and teff in the project targeted woredas（unit：ton） 

Region Woreda Crop
Cropping Season Average 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 （T） 

Oromia 

Ada'a 
Wheat 6,254.23 3,152.00 351.00 6,936.00 2,205.00 3,779.65

Teff 52.20 397.66 378.72 750.00 504.00 416.52

Lume 
Wheat 1,016.75 1,025.57 5,343.58 1,080.37 10,709.30 3,835.12

Teff 0.00 0.00 320.83 211.19 277.15 269.72

Dendi 
Wheat 675.19 912.15 1,104.00 355.92 1,032.00 815.85

Teff 96.00 187.50 129.51 0.00 930.00 335.75

SNNP Sodo 
Wheat No data No data No data No data No data No data

Teff No data No data No data No data No data No data

Amhara 
Yilmana 
Densa 

Wheat 159.74 250.21 1,178.41 254.41*2 0.00*1 397.09

Teff 1,217.56 1,638.69 1,224.32 1,059.89 2,771.69 1,582.43
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表２－９ Yield of wheat and teff in the project targeted woredas（ton/ha） 

Region Woreda Crop
Cropping Season Average 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 （T/ha）

Oromia 

Ada'a 
Wheat 4.50 4.00 3.00 3.40 3.50 3.68

Teff 1.80 2.00 2.40 2.50 2.40 2.22

Lume 
Wheat 4.15 5.41 5.70 3.55 4.11 4.58

Teff 0.00 2.00 2.50 1.80 2.41 2.18

Dendi 
Wheat 2.40 3.25 4.00 3.52 4.00 3.43

Teff 1.20 1.50 2.10 0.00 2.20 1.75

SNNP Sodo 
Wheat No data No data No data No data No data No data

Teff No data No data No data No data No data No data

Amhara 
Yilmana 
Densa 

Wheat 2.40 2.64 4.42 2.85 2.30 2.92

Teff 1.46 1.70 1.91 2.13 1.80 1.80

*1：Not supplied due to the yellow rust（wheat fungas disease）epidemics. 

*2：Due to yellow rust disease and instant rainfall. 

出所：Woreda Agricultural Offices 

 

２－４ 実施プロセス 

（1）本プロジェクトの基本コンセプトの理解について 

プロジェクトの詳細計画調査報告書に、プロジェクトの基本コンセプトについて以下のよ

うに記載されている。 

 

２－１ プロジェクト基本コンセプト 

２－１－１ ワレダ、単位農協を中心とした種子生産システム 

プロジェクトコンセプトは、フォーマル種子（行政機関、民間企業によるもの）とインフ

ォーマル種子（農民によるもの）があるなかで後者のインフォーマル種子の生産・利用を促

進するものである。具体的には、種子生産を単位農協レベルにおいて生産農家グループを形

成して進め、ワレダレベルで検定することで品質管理を含む種子生産システムを確立し、種

子生産の裾野に広がりをもたせることで、より多くの農民が優良種子を利用できるような仕

組みを提示するというパイロット事業である。現状のプロジェクト実施期間（約4年間）で

は、プロジェクト期間中に3作期活動ができるため、1作期ごとに種子生産システムの見直し

を行い、プロジェクト終了時には他の地域にも展開可能なモデルを提案する。 

なお、本プロジェクトでは、ワレダ、単位農協を中心とした活動とするため、プロジェク

ト活動においては単位農協内、ワレダ内の販売、配布を想定する（地産地消型の種子生産シ

ステム）。 

 

２－２－２ 優良種子（Quality Seed）（C2）種子の増殖 

エチオピアにおける種子生産のボトルネックとしてBasic Seedの不足が挙げられる。本プ

ロジェクトでは主としてC1種子を利用し、優良種子（Quality Seed）＝C2種子を増殖させる

ことで、この問題点を解消するとともに、改良種子の需要を満たすことを試みる。なお、プ

ロジェクトとしては主に生産量の大きい小麦、大麦、テフを対象穀物とするとともにハイブ

リッド種子は対象としない。 

 

上記を要約すると、本プロジェクトは、インフォーマルな位置づけにあるC2種子（認証を

受けたC1種子を増殖）を生産し、それを生産地のワレダ内で、より多くの農民が利用できる

ように促進する、地産地消型の種子生産システムを構築しようとするものである。 
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このプロジェクトの基本コンセプトが必ずしも、プロジェクト関係者間で共有されていな

い面があった。2011年11月のPDM改訂内容をみても、小規模農民のための種子生産システム

の構築をめざすものであったのに、小規模農民による種子生産といった考え方が入ってきて

いる。小規模農民による種子生産を排除するものではないものの、種子生産の効率性や種子

検査に要する労力等を考えると、種子生産者を小規模農民に限定する必要もない。 

このように、プロジェクトの基本コンセプトが十分共有されていないことは、すなわち、

プロジェクト関係者の本プロジェクトの認識がそれぞれ異なるという状況を生じさせていた

と考えられる。本中間レビュー調査では、本プロジェクトの目的・コンセプトを再確認する

ために、提言の項でプロジェクトのコンセプトを示すとともに、PDM改訂案にも説明を加え

た。具体的には、以下の説明である。 

 

本プロジェクトにおける優良種子とは、C1種子を用いて生産された次世代の種子（C2）種子

で、一定の高い品質を確保したものである。基本的に、生産地域（locally）で流通・利用され

るものである。本プロジェクトにおける優良種子とは、必ずしも政府の品質認証を受けている

ことを意味しない。 

 

（2）カウンターパートの巻き込みについて 

日本人専門家の各種報告書等でもしばしば指摘されているが、プロジェクト開始当初から

しばらくの間、プロジェクト活動へのカウンターパートの参加が限定的であった。中間レビ

ュー時点においても、連邦レベルの実施機関である農業省の参加度あるいは本プロジェクト

への理解度・認識度が十分な状況とはいえない。これまでに複数のチーフアドバイザーが派

遣され、また、チーフアドバイザー不在期間がかなりある（プロジェクト開始から中間レビ

ュー時まで約27カ月経過しているが、チーフアドバイザーが派遣された期間は延べ約13カ月

である）。チーフアドバイザーの不在期間が長いことが、一部カウンターパートの巻き込みが

十分ではないことの要因になっていると考えられる（日本人専門家の能力面の影響もあるで

あろうが）。 

プロジェクト関係者の理解・認識を向上させ、プロジェクト活動の円滑な進捗を図るには、

マネジメント能力を有するチーフアドバイザーの適時かつ適切な期間での派遣がまず重要な

点である。 

 

（3）日本人専門家の活動内容・成果物の質などの確保 

チーフアドバイザーの不在期間が長いこと等も影響しているとも思われるが、日本人専門

家の作業内容、活動進捗状況、成果物の質が、個別の日本人専門家によって差がみられる。

すなわち、必ずしも十分な成果を上げていない事例がみられる。また、派遣期間が十分に確

保されていない場合もあるであろうが、業務を十分に完了しないうちに帰国となってしまっ

ている事例もある。これら、個別専門家の円滑な活動進捗と成果品の質の確保を図っていく

ためには、チーフアドバイザーに個別専門家への指導権限を与え、日本人専門家チームのマ

ネジメントに責任をもってもらえる体制づくりが望まれる。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 評価5項目による評価結果 

３－１－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高い。 

    

（1）対象地域及び社会のニーズと整合性 

エチオピアにおける改良品種種子の生産は、増加しつつある。しかし、テフと小麦の場

合、公式の改良種子需要量に比較して、供給率は、表3-1のとおり、テフで14.5％、小麦で

26.3％（2005年から2008年までの平均値）と低い水準にある。 

 

表３－１ 改良種子の公式需要量に対する供給率の推移（テフと小麦） 

（％） 

作物 2005年 2006年 2007年 2008年 平均 

テフ 5 12 22 19 14.5 

小麦 20 38 23 24 26.3 

出所：Seed, Fertilizer, and Agricultural Extension in Ethiopia, March 2011, International Food Policy Research Institute（IFPRI） 

 

本プロジェクトの対象ワレダでの改良種子供給率についてのデータは入手できていない

が、改良種子供給不足の状況にあることは間違いない。テフや小麦の生産量を増加させる

には、単位収量の増加を、高い収量が得られるポテンシャルをもつ改良品種で優良な品質

をもつ種子を利用することを通じて実現することが重要点のひとつであり、対象地区の農

民は、品質の高い種子が流通することを期待していると考えられる。したがって、対象ワ

レダでの優良種子のニーズは高いと考えられる。 

 

（2）エチオピアの国家開発政策等との整合性 

エチオピアの国家開発計画「成長と構造改革計画（Growth and Transformation Plan：GTP 

2010/11-2014/15）」の重点戦略のひとつは、「農業を経済成長の主たる源として維持すること」

である。この計画内の農業開発戦略では、小規模農民及び民間の農業投資家による、国内

及び輸出市場向けの市場がある農産物の集約的生産に焦点を当てるとしている。この農業

戦略の重要な方向性のひとつは、小規模農民による農業が農業の成長源となるように図る

ことである。また、農業・農村開発のターゲットのひとつとして改良種子の供給増加を掲

げており、2009/10年の5万6,000tから2014/15年には36万tに増加させる目標を設定している。

この目標値は、フォーマルな種子に区分される種子についてのものであるが、このフォー

マル種子の供給量は絶対的に不足している。このような状況にあることから、C2種子がイ

ンフォーマル種子に位置づけられていたとしても、優良な品質を有するC2種子の増産をめ

ざすことは妥当である。したがって、本プロジェクトは、エチオピアの開発計画に沿った

ものであるといえる。 

 

（3）日本の援助方針との整合性 

日本政府の対エチオピアODAの重点分野のひとつは、農業・農村開発であり、農業生産
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性の向上と市場を通じた食料アクセスの改善を目的に行っていくこととしている。また、

外務省の国別の事業展開計画においては、農業・農村開発分野が最重点課題として位置づ

けられ、本プロジェクトは、生産性向上プログラムの中のひとつのプロジェクトとして位

置づけられている。 

 

（4）プロジェクトアプローチの適切さ 

1）対象地区及びSFS参加農民の選定について 

プロジェクト開始前に、エチオピア側と日本側とが協議し、エチオピアの中でも穀類

の主要生産地であるアムハラ州、オロミア州、SNNP州の3州が選ばれ、その3州の中で、

次の条件に合うワレダ4カ所が選定された。①種子生産に関する経験があること、②種子

生産に適した自然条件であること、③各州の主要都市からの物理的アクセスが良いこと、

④農協連合または単位農協の能力、体制が十分であること。 

なお、プロジェクト開始後には、DZARCが近くにあるアダ・ワレダもパイロット地区

として適切であると考え、追加された。 

選定されたワレダ内のどの村を選ぶかについては、①普及員の能力、②アクセスの容

易さ、③穀物生産のポテンシャル、を考慮して選定された。 

対象とする村（kebele）の選定基準は、①アクセスの容易さ、②普及員の参加、③村の

協力、④SFS実施場所の提供などである。そして、SFS参加農家の選定については、参加

を希望する農家のうち、次の選定基準を参考にしつつ、村役場が選定を行った。①0.5ha

以上の農地を所有し、そのうちの0.1haを種子生産に利用できること、②30週間実施する

SFSに継続的に参加できること、③必要になる貢献や労働に積極的に参加すること、④5

年以上の農業経験があること、などである。 

このように、選定基準を設定しつつ、プロジェクト活動を実施する地区と農民を選定

しており、対象地区と対象農民の選定はおおむね適切なものであったと考える。 

 

2）プロジェクトアプローチの適切さについて 

C1種子を用いてC2種子を増殖し、このC2種子の品質を確保しつつ、良質の種子を求め

る農民に供給することは、良質のC1種子の生産量が限定的である状況下においては、作

物の収量増加を図るひとつの方法として、現実的で、妥当な対応策であると考えられる。

これを実現するためのアプローチとして、テフと小麦について、その種子生産技術の改

良、SFSを通じての種子生産技術の農民への普及、種子の検査能力・体制の強化を図る活

動を進めており、これらの活動結果を反映させた持続的な優良種子生産のための戦略・

計画を作成することとしている。このアプローチでは、品質が良好なC1種子の入手が可

能であることが必要条件としてあり、この点が、ウイークポイントであり、C2種子の販

売先確保という課題もある（これらの点が、本プロジェクトの有効性に対し影響を与え

る要因である）。さらに、C2種子の位置づけについて政府組織内で見解の相違がみられる

ものの、インフォーマルな種子の重要性は認識されている。全般的には、本プロジェク

トのアプローチは、優良な品質の種子の小規模農民への供給を可能とするポテンシャル

をもつものと考える。 
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３－１－２ 有効性 

現時点において、プロジェクト活動の進捗状況と各成果の達成状況が必ずしも十分ではない

（特に、成果3と成果4の活動の進捗状況）。プロジェクト目標の達成度については、現時点にお

いては、必要なデータが得られないため、達成度を評価することができない。また、SFS参加農

民用に調達したC1種子の品質が低かったため、品質が確保されたC2種子を生産することが困難

であった。将来的にも、良質のC1種子が安定的に確保できるかどうか分からない。このような

ことから、プロジェクト目標が意義ある水準で達成できるかどうかも分からない。したがって、

現時点で本プロジェクトの有効性を判断することは困難である。 

 

３－１－３ 効率性 

プロジェクト活動の円滑な進捗のための課題があり、現時点において、本プロジェクトの効

率性は中程度であると判断する。 

 

（1）日本側投入 

長期専門家として派遣されているのは、業務調整/種子生産モニタリング担当専門家だけ

で、その他の専門分野の日本人専門家の派遣が、短期間の派遣を繰り返す形になり、また、

同一の専門分野の派遣であっても、人が変わる場合もあった。さらに、1回当たりの派遣期

間が2カ月前後の場合が多く、例えば、エチオピア関係者からは、農業機械の改良が完了し

ないうちに派遣期間が終了してしまうという指摘があった。なお、効率性を制約している

大きな一因は、日本側専門家チームを取りまとめ、プロジェクト活動の進捗をマネジメン

トする責任者であるチーフアドバイザーの不在期間が長いことである。したがって、プロ

ジェクト活動の円滑な進捗を図るために、このような状況の改善を図ることが期待される。 

 

（2）エチオピア側投入 

エチオピア側は、連邦の農業省、州農業局、ゾーン農業開発部、ワレダ農業事務所、そ

してDZARCが、本プロジェクトの活動にかかわっている。本プロジェクトの内容や活動進

捗状況に対する評価や認識度は、プロジェクト活動に関する情報が十分届いているかどう

かによって差がみられる。特に、ゾーン農業開発部やワレダ農業事務所の幹部職員に、本

プロジェクトの内容・活動進捗状況が必ずしも十分に届いていないとの意見が聞かれるの

で、この状況を改善することで、円滑にプロジェクト活動が進むよう対処することが求め

られる。 

 

（3）プロジェクトのマネジメント 

合同調整委員会（JCC）会議は、定期的に実施されている。本プロジェクトでは、3つの

州内に分散する地区を対象に活動を実施しているが、現場レベルの関係者との間では、良

好な関係が築かれている。 

上記のとおり、日本側のチーフアドバイザーの不在期間が長く、チーフアドバイザーが

担当する活動部分（種子戦略作成やワレダの種子計画作成など）に遅れがみられることに

加えて、日本側専門家チームの全体マネジメント責任者不在並びに人が変わるということ

が、プロジェクト活動の円滑な進捗を妨げる要因になっている。このほか、種子システム
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についてエチオピア政府機関に統一的な見解がまだ見いだされていない状況も、プロジェ

クトマネジメントを難しくしている要因である。また、本プロジェクトの4つの成果につい

て、エチオピア側のどの機関の誰が、各コンポーネントの実施責任者になって活動を進め

るのか、十分には、明確化されていないことも要因になっている。さらに、連邦、州、ゾ

ーン、ワレダという異なるレベルの行政機関が活動に参加しており、一部の機関について

は、窓口となる人を決めているが、より円滑な調整・情報伝達を可能とするには、窓口と

なる人が決まっていない機関において、それを決めることが円滑にプロジェクト活動を進

めるために必要である。 

 

３－１－４ インパクト 

プロジェクト終了3年後（2017年2月）に上位目標を達成できるかどうかを見通すことは困難

である。レビューチームは、若干のインパクトがあることを把握したが、まだそれほど大きな

インパクトではない。 

 

（1）上位目標の達成見込み 

上位目標：対象ワレダ（郡）において優良種子を利用して穀物生産量（主にテフと小麦）

が増加する。 

    

SFS参加農民のうち、どのくらいの農民がC2種子生産を継続するかどうか（種子生産面積

並びに生産されたC2種子のうち、どのくらいの割合のC2種子が種子として利用されるか）

を予測することが困難であるため、将来、上位目標が達成されるかどうかも見通すことが

困難である。 

 

指標1：対象ワレダにおいて本プロジェクトのアプローチによって少なくとも108tの優良種

子が生産される。 

 

PDM version 0には、指標設定がなく、この指標は、2011年11月に開催されたJCCで承認さ

れた指標である。108tの目標設定は、以下の想定から産出された。 

プロジェクトが終了する2014年2月時点までに、合計で約1,350人の農民がSFSに参加する。

プロジェクト目標の指標の想定について説明したように、プロジェクト終了時までの総計

として約48tの種子生産が行われると想定している（3回の栽培シーズンの合計値）。SFSに

参加した農民の1,350人のうちの4割が、プロジェクト終了後も引き続き種子生産を継続する

と想定すると、その人数は540人となる。各農民がそれぞれ0.1haの面積で種子栽培を行うと

仮定すると、総面積は54haになる。デフの単位収量の全国平均を考慮して、収量を1.0t/ha

と想定すると、種子生産量は、1.0t/ha x 54ha＝54tになる。生産された種子のうち、その6割

が種子検査に合格し、さらにそのうちの6割が流通すると想定すると、年間の種子流通量は、

54t x 0.6 x 0.6＝19.44tとなる。上位目標を達成する時期をプロジェクト終了後3年目と設定す

ると、その3年間における種子流通量は、19.44t x 3＝58.32tとなる。これにプロジェクト期

間中の量である48.6tを加えると106.92tとなり、目標値としては、108tに設定された。 

この指標を達成できるかどうか、SFS参加農民がC2種子を継続して生産するかどうか、原

種を入手できる可能性をもつ農民の場合、原種を用いてC1種子を生産する農民となる場合
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もあること、各農民がどのくらいの面積で栽培するか、収量設定が適切であるかどうか、

検査に合格する割合の設定と流通する割合の設定が適切であるかどうかなど、判断材料と

なるデータが不足しているため、現時点で指標が達成するかどうか見通すことは困難であ

る。 

なお、指標設定は、プロジェクト期間中の生産量とそれ以降の複数年の生産量を加えて

おり、複雑である。それよりも、プロジェクト終了後、3年目に、年間どのくらいのC2種子

の生産量があり、そのうち、どのくらいの量が検査に合格して流通するかについての指標

を設定したほうが、分かりやすいし、優良種子の需要量に対して、どの程度、寄与できる

かについても理解しやすいと考える。このような観点から、プロジェクト終了後、3年目に

期待される種子量を指標として設定することを提案する。具体的数値については、後述の

提言の項で説明する。 

 

指標2：対象ワレダにおいてプロジェクトのアプローチを通じて増殖された優良種子の少な

くとも75％以上が使用される。 

 

この指標も上記指標と同様に2011年11月に設定された。流通する割合の目標値を75％と

しており、上記指標の設定の考え方と矛盾があった。なお、C2種子が流通する割合につい

ては、判断材料となるデータがないので、7月から8月にかけて実施予定のSFS参加農民（昨

シーズン参加した農民）のフォローアップ調査で、昨シーズン、各農民が生産したC2種子

がどのように利用されているかを調査・分析したうえで、指標を見直すことが望ましいか

もしれない。したがって、現時点で、この指標が達成するかどうかを見通すことは困難で

ある。 

なお、指標の表現には、「検査に合格した種子のうち」という言葉を加えることが適切で

あると考える。この指標の改訂については、上記と同様に提言の項でも説明する。 

 

（2）その他のインパクト 

本プロジェクトにかかわっている多くの人から、SFS参加農民は、SFS参加を通じて良い

知識と経験を身につけていると述べている。また、関係者の話によると、SFS参加農民が周

辺の農民に対しSFSで習得した知識を伝達しているとのことである。また、SFS参加農民の

一部は、種子生産組合を組織化している。 

 

３－１－５ 持続性 

政策面での持続性は、プロジェクト終了後も確保されるものと判断される。制度・組織面、

資金面、技術面の持続性を確保するには、C2種子の品質について理解を得るためのプロモーシ

ョンが必要なこと、SFS実施に必要な費用の確保、学んだ技術の定着度など、残りのプロジェク

ト期間に必要な対応を進めていく必要がある。 

 

（1）政策面 

妥当性の項で述べたように、改良種子の供給拡大はエチオピア政府の農業開発戦略上の

重点事項のひとつである。また、種子システムの改善も重要と考えられている。これまで

は、政府部門による中央集権的な種子システムが中心であったが、今後は、民間部門を含
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むフォーマルセクターの強化と平行してインフォーマルシステムの強化も重要な政策にな

ってきていると考えられている。最近まで、公的部門が中央集権型の種子システムを管理

し、主たる役割を担ってきた。ただし、今後は、公的部門並びに民間部門の参画するフォ

ーマル種子の強化だけでなく、インフォーマル部門の種子の強化も政策的に重要であると

認識されるようになってきている。したがって、優良種子の増加の重要性が継続し、政策

面での持続性が確保されるものと考える。ただし、種子法（seed proclamation）の改訂プロ

セスに時間を要しているので、この点に留意しておく必要がある。 

 

（2）制度・組織面 

優良なC2種子を生産するには、優良な品質のC1種子を確保することが必要条件であるも

のの、この点は、本プロジェクトのスコープ外である（外部条件）。SFS卒業農民が、C2種

子生産を継続するうえで、この点が制約要因になりかねない。また、現時点では、C2種子

は、インフォーマルな種子と認識されているものの、本プロジェクトで提案しようとして

いるC2種子の品質保証手順に合格した種子が、種子としての品質を十分確保していること

を実証・広報することで、政府機関関係者及び農民への理解を進めることを通じて、C2種

子の生産・利用の拡大が可能となると考えられる。 

 

（3）資金面 

SFS実施は、1カ所当たり30人の農民を対象として、約30週間にわたって毎週1回の研修を

実施する。この1サイクル実施に要する材料費等の実費はそれほど大きな金額ではない（日

本円換算で約10万円）である。この直接費に加えて、ワレダの専門官の交通費、ワレダ職

員向けの研修費用（講師育成研修やファシリテーター育成研修）、種子検査ラボの運営費も

必要となる。本プロジェクト終了後、SFS活動を継続するためには、このような費用をエチ

オピア政府が負担することが必要となる。このような予算を確保するためには、政府の既

存の普及システムに、SFS活動を組み入れることを検討することが必要であろう。 

 

（4）技術面 

残りのプロジェクト期間中には、2回の栽培シーズンがあり、関係政府職員への研修（講

師育成研修とファシリテーター育成研修）、SFSが実施され、関係政府職員の知識・能力の

向上・定着が進むものと期待される。 

SFS参加農民の場合、SFSにおける研修が、理論面だけでなく、実践面も併せて行うこと

で、これまで十分には理解していなかった、種子生産技術が本当に理解できたとの意見が

多くある（農民及び関係政府職員の話）。また、グループ活動として行うことで、農民の連

帯が強化されるという評価もあり、実際、一部の農民は、グループ化・組織化を進めてい

る。 

なお、SFS参加農民が、実際にどの程度、技術を理解しているか、そして、どの技術を実

際に採用し、あるいは採用しないのかを調査・分析したうえで、必要に応じて今後実施さ

れるSFSの研修内容を改良することによって技術の定着率の向上を図ることが期待される。 
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３－２ 結論 

プロジェクト活動の進捗状況や成果の発現状況については、遅れがみられる。特に、成果3と成

果4の進捗状況が遅れている。今回の中間レビュー調査で、プロジェクトにかかわっているカウン

ターパート機関関係者、農民、その他政府機関等でのインタビュー調査を行った結果、SFS自体に

ついては、高い評価がある一方で、各種の課題があることも分かってきた。本プロジェクトの残

り期間は、約1年9カ月である。この期間で、確認された課題の改善に取り組み、できるだけ高い

成果を上げることが求められる。この点に関しては、次の提言の項で説明する。 
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第４章 提言 
 

４－１ プロジェクトの残り期間においてプロジェクトが取るべき事項 

（1）本プロジェクトの目的・コンセプトの理解をプロジェクト関係者間で共有すること 

本プロジェクトの目的・コンセプトについて、関係者間で同一の理解を共有することが重

要である。本プロジェクトにおいては、優良種子とは、C1種子を用いて増殖された次世代の

種子（C2）種子で、一定の高い品質を確保したものを意味する。基本的に、このような種子

は、種子が生産された地域（locally）で流通・利用されるものである。本プロジェクトにおけ

る優良種子とは、必ずしも政府の品質認証手続きを経て認証を受けた種子を意味しない。 

 

（2）連絡・調整窓口の明確化について 

本プロジェクトの活動には、連邦政府である農業省、州政府の農業局、ゾーン農業開発部、

ワレダ農業事務所が参画している。参画している職員の多くは、農業普及関係の職員である。

プロジェクト活動をより円滑に進めるためには、種子供給や種子の品質管理を担当する部署

との連携（linkage）も必要である。さらに、関係機関間の連絡調整が円滑に行われるように、

各機関における連絡・調整窓口がまだ明確になっていない機関では、窓口をより明確化する

などの対応も必要と考えられる。 

 

（3）簡易種子検査ラボラトリーに関して 

1）種子検査担当者の配置と機材の調達について 

本プロジェクトで、オロミア州のプロジェクト対象3ワレダに簡易種子検査室を建設した。

今後、ラボ用の機器を調達する予定になっている。今年（2012年）11月から来年（2013年）

1月にかけて収穫されるテフや小麦の種子の検査を実施するためには、ラボの検査担当者の

配置が必要である。そして、配置された担当者に、検査能力を身につけるための研修を実

施する必要がある。これらの点を考慮すると、ラボ検査担当者の任命・配置は、2012年7月

末までに完了しておく必要がある。ラボ用の機材の調達・設置は、今年11月前半までに行

う必要がある。 

 

2）種子検査ラボでの検査項目（パラメーター）の設定について 

本プロジェクトの目的・コンセプトに沿って、優良種子として適切と考えられる検査項

目とその等級を設定する必要がある。 

 

（4）SFS手法の改善のために実施すべき事項 

昨年（2011年）SFSに参加した農民を対象に実施されたベースライン調査については、調査

項目として不足している点がある。今年（2012年）7月から8月にかけて、昨年SFSに参加した

農民と今年参加する農民を対象に調査を実施する予定になっている。どのような調査項目に

するかについては、関係するカウンターパートと日本人専門家とが十分協議して決定するこ

とが求められるが、PDMの指標に関する情報等を入手できる項目など、以下のような項目を

入れる必要がある（参考例）。なお、調査員として、第三者を用い、調査結果の分析をワレダ

農業事務所の職員と一緒に行うことが必要である。そして、分析結果を受けて、SFS手法の改



 

－27－ 

善を図ることが必要である。 

・ どのような作物・品種をどのくらいの面積で栽培しているか。 

・ 栽培作物の収量、生産量、過去に種子生産（テフと小麦）をした経験の有無など。 

・ 昨年度のSFS参加農民対象の調査では、SFSに参加してどのような技術・知識が身に

つき、実際にどの技術を今期の作物栽培で実践するか、取り入れてない技術・知識に

ついては、なぜ、取り入れないのかなど。 

 

（5）SFS手法の継続的利用に向けた取り組みについて 

プロジェクト終了後も、SFS手法を継続的に用いていくためには、SFS手法による技術普及

を、既存の普及システムに取り入れることが可能かどうかを検討すること、あるいは、この

手法を既存の普及システムと平行して実施していくとすれば、その資金をどのように獲得す

るか、検討する必要がある。また、SFSの卒業農民で優秀な農民をモデル農民として、ファシ

リテーターとして活用することが望ましいとの意見がある。SFS実施において、どのように優

秀な農民を活用していくのがよいのか、検討することが望ましい。さらに、プロジェクト終

了後にエチオピア政府がSFSを実施する場合、資金面での持続性を高めるため、SFS参加希望

農民から研修受講料を徴収することをプロジェクト期間中に検討することが望ましい。具体

的には、プロジェクトの最終年度に行うSFSで参加料金の徴収について検討することが望まし

い。 

 

（6）対象各ワレダの種子生産計画と種子生産戦略の作成について 

プロジェクト対象5ワレダにおける種子生産計画を作成する計画になっている。ただし、こ

の活動を担当する日本人専門家（チーフアドバイザー）の派遣期間が、想定より少なくなっ

てしまっているため、この作業は開始されていない。まず、カウンターパートと日本人専門

家間で、どのような内容の種子生産計画を作成するのかコンセンサスを取る必要がある。種

子生産戦略に関しては、類似の種子戦略を作成中の機関があるので、本プロジェクトで独自

に作成する意味はない。したがって、種子生産戦略の作成活動は、中止することが適切であ

る。 

種子生産戦略を作成する代わりに、現在作成中の種子戦略が実施される際に、有用となる

情報をプロジェクト側から提供する方がよいと考える。 

またそれに加えて、本プロジェクト活動の成果を通じて得られた良い成果については、良

い実践事例（Good Practice）とその手法を説明するものを取りまとめ、また、うまくいかなか

った点については、その原因分析を行い、教訓として整理するなどして、報告書に取りまと

めることが必要である。そして、プロジェクト終了前に、本プロジェクトの実施結果を説明

するワークショップを開催し、作成したレポートの内容説明を行うべきである。 

 

（7）農業機械の改良について 

改良中の農機具が7種類あり、更に1種類の農機具について改良を加える計画となっている

が、プロジェクトの残り期間を勘案しつつ改良が優先される、すなわち、農民にとっての必

要性が高く、農民が導入しやすい農機具に絞り込み、改良を進めることが求められる。関係

者間での協議を十分に行ったうえで、優先される農機具の種類を決定することが必要である。 
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４－２ 日本側が取るべき事項 

（1）専門家の交代を避ける努力を傾注すべき 

日本人専門家派遣では、できるだけ人が交代することを避けるよう努力することが求めら

れる。 

 

４－３ エチオピア側が取るべき事項 

（1）農業省普及局に、連絡・調整担当職員を1名配置すること。そして、ワレダ農業事務所及び

ゾーン農業開発部の幹部職員のプロジェクトへの参画を促進すること 

普及局に、関連機関と連絡・調整を担当するキーパーソンとして職員1名を配置することが

必要である。 

対象ワレダの農業事務所の幹部職員がフォーカルパーソンとして本プロジェクトにかかわ

ることが、関係機関間の連絡・調整、日本人専門家との連絡・調整、そして、円滑なプロジ

ェクト活動進捗において重要である。 

 

（2）報告体制の強化について 

政府組織の報告体制の中で、本プロジェクト及びプロジェクト活動が十分に認識されるこ

とが重要である。特に、プロジェクトで実施中の活動の情報が、ワレダ農業事務所からゾー

ン農業部、そして州農業局へと伝達されるようにすることが求められる。 

 

４－４ PDMの改訂案 

中間レビューチームは、2011年11月に改訂されたPDM（version 1）に基づいてプロジェクトの達

成状況等をレビューした。同チームは、現行PDMとプロジェクト活動の進捗を検討した結果、PDM

の修正が必要であると判断した。提案する修正事項と変更理由を表4-1に示した。英文の修正案

（PDM Version 2）は、付属資料2 英文レビューレポートのAnnex 2を参照のこと。仮和訳版につい

ては、付属資料3を参照のこと。 

今後、プロジェクト関係者がこのPDM修正案の内容を検討したうえでPDM最終案を作成し、次

回のJCCでPDM修正案を承認することが求められる。 

 

表４－１ PDMの主な修正点（提案） 

項目 Version 1 修正提案（Version 2） 変更理由 

プロジェクト

の目的・コンセ

プト 
--- 

In this project, quality seed means C2 seed which is 
multiplied seed using C1 seed (second generation seed) 
and has certain higher quality.  Basically, this kind seed is 
distributed and used locally where seeds are produced.  
Quality seed in this project does not necessary to be seed 
which is certified through the quality inspection procedure 
of the government. 

新規に本プロジェク

トの目的・コンセプ

トについての認識を

共有するために追加

した。 

ターゲット 
グループ 

Farmers in the target woredas

Seed producing farmers and/or 
farmers who want to start seed 
production in the target 
woredas 

本プロジェクトにおける種子生産

技術の普及対象は、すべての一般農

家すべてではないので。 
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上位目標の 
指標1 

At least 108 ton of quality 
seed multiplied through the 
project approach is produced 
in the target woredas. 

At least 150 tons of quality 
seed multiplied in a cropping 
season through the project 
approach is produced in the 
target woredas. 

目標生産量（108t）は、6年間（プロ
ジェクト期間中の3年と終了後の3
年）の栽培期間の合計としている。

しかし、年間（各栽培シーズン）の

生産量を指標として利用する方が

理解しやすい。表4-2に生産量の推計
手順を示した。 

上位目標の 
指標2 

At least 75% of quality seed 
multiplied through the project 
approach in the target woredas 
is used. 

At least 75% of quality seed 
multiplied in a cropping 
season through the project 
approach in the target woredas 
is used or sold as seed. 

「ある栽培シーズンにおいて」と

「生産農家自身が利用する量と販

売する量」という説明を加えた。販

売には、農民間の種子交換を含む。

プロジェクト

目標の指標1 

At least 48 ton of quality seed 
multiplied through the project 
approach is produced in the 
target woredas. 

At least 40 tons of quality 
seed multiplied in a cropping 
season through the project 
approach is produced in the 
target woredas. 

目標生産量（48t）は、プロジェクト
期間中の3年間の合計値である。年
間の生産量とする方が理解しやす

い。表4-2に生産量の推計手順を示し
た。 

プロジェクト

目標の指標2 

At least 75% of quality seed 
multiplied through the project 
approach in the target woredas 
is distributed. 

At least 75% of quality seed 
multiplied in a cropping 
season through the project 
approach in the target woredas 
is used or sold as seed. 

「ある栽培シーズンにおいて」と

「生産農家自身が利用する量と販

売する量」という説明を加えた。販

売には、農民間の種子交換を含む。

成果1の 
指標1-2 

One Seed production 
technology manual is 
produced. 

A seed multiplication 
technology manual is 
produced. 

改訂2版のマニュアルのタイトルに
沿って修正した。 

成果2 
Quality seed production 
technology is disseminated to 
smallholder farmers. 

Quality seed production 
technology is disseminated to 
seed producing farmers and/or 
farmers who want to start seed 
production. 

本プロジェクトにおける種子生産

技術の普及対象を、小規模農民に限

定する必要はない。 

成果2の 
指標2-1 

--- 
Capacity of officials of the 
target woredas as trainer or 
facilitator is enhanced. 

新規指標。ワレダの農業事務所職員

の能力向上は、本プロジェクトがめ

ざしている成果のひとつであるの

で。 

成果2の 
指標2-4 

--- 

More than XXX % of farmers 
participated in SFS adopts 
seed production technology 
learned at SFS. 

新規指標。SFS参加農民にどの程度、
技術が定着したかどうかを知るこ

とが重要であるので。 

成果2の 
指標2-5 

--- 

More than XXX % of C2 
seeds pass quality assurance 
check at laboratory of the 
target woredas. 

新規指標。ワレダ農業事務所でのラ

ボ検査において、品質検査を通過す

るC2種子の割合が一定以上確保さ
れることが重要であるので。 

成果3 
Quality assurance of quality 
seed is strengthened. 

Quality assurance of seed is 
strengthened. 

より理解しやすいように修正 

成果3の 
元の指標3-1 

More than 60% of SFS 
members receive inspection. 

(deleted) 
この指標は、成果2の指標2-2と類似
の意味をもつので削除した。 

成果3の 
指標3-1 

More than 1 inspector who 
passes the examination of seed 
inspection is assigned at the 
laboratory in each woreda. 

More than 1 person who has 
attended training on seed 
inspection (field and 
laboratory)is assigned at the 
laboratory in each woreda. 

「検査官」という言葉を使用した場

合、大半の人は、フォーマル種子の

検査を行う資格を有する検査官と

理解する。このような理解を避ける

ため、表現を変更した。 

成果3の 
指標3-2 

Seed assurance procedure of 
quality seed is proposed. 

Seed assurance procedure for 
C2 seed is proposed. 

より理解しやすいように修正 
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成果4 

Sustainable system of quality 
seed production by 
smallholder farmers is 
suggested. 

Sustainable system of quality 
seed production for 
smallholder farmers is 
suggested. 

既に説明したように、技術普及対象

を、小規模農民に限定する必要はな

い。 

成果4の 
指標4-1 

Seed production plan is 
formulated in each target 
woredas 

Seed production plan for C2 
seeds by the SFS graduated 
farmers is drafted in each 
target woredas. 

本プロジェクトが対象とするC2種
子に焦点を絞った計画作成とした。

成果4の 
指標4-2 

Seed Production Strategy is 
drafted. 

A report compiled good 
practices and good outcomes 
of the Project, etc. is prepared.

他の期間がより包括的な戦略を作

成中であるので、類似の種子戦略を

作成する意味が消失した。 

Remarks 

“Quality seed” means the 
second generation seed 
multiplied from C1 seed on 
teff and wheat. 

“Quality seed” means the 
second generation seed 
multiplied from C1 seed on 
teff and wheat, which met 
quality standard that is set up 
under this project. 

本プロジェクトのコンセプトに基

づき、より理解しやすいように、表

現を加えた。 

その他：以上のほかに、指標入手手段、活動項目、投入項目について、上記の修正に沿って、あるいはプロジ

ェクト活動の進捗に応じて、修正を行った。 

 

表４－２ C2種子生産目標量の計算方法（上位目標の指標1とプロジェクト目標の指標1） 

 仮 定 単位 
2011/12年
栽培 

シーズン

2012/13年
栽培 

シーズン

2013/14年
栽培 

シーズン

プロジ

ェクト

期間

合計

プロジェク

ト終了後3
年目（3年後
の生産量） 

備 考 

対象5ワレダ
に お け る

SFS実施数 
 カ所数 9 18 18 27  ---  

SFS参加 
農民数合計 

SFS1カ所当た
り30人 

農民数 270 540 540 1,350  ---  

C2種子生産
を継続する

農民数 

SFS参加農民の
40％がC2種子
生産を継続す

る。 

農民数 --- （101） （324） （540）  540 
1,350 x 

40％＝540

種子 
生産面積 

SFS参加中は、
0.1 ha/農民。 
SFS参加後は、
0.5 ha/農民。 

ha 27 54 54 135  270 
540 x 0.5 ha
＝270 ha 

C2種子 
生産量 

平均収量の設

定： 
1.24t/ha 
（これは、2008/ 
09年から 2010/ 
11年までの3年
間のテフの全

国平均収量） 

t 33.48 66.96 66.96 167.4  334.8 
270 x 1.24
＝334.8t 

品質保証さ

れたC2種子
量 

60% of 
produced seeds 
are assured in 
term of quality.

t 20.1 40.2 40.2 100.4  200.9 
334.8 x 0.6
＝200.9 
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第５章 所感 
 

５－１ 技術団員所感（種子） 

（1）各論 

1）種子システム 

・ 種子法改正案は Council of Ministerに提出されており、エチオピア年度の年度末までに

国会承認の可能性が高いことがATA（Agricultural Transformation Agency）をはじめとし

た複数機関から確認された。 

・ 種子事業に関しての農業省内の担当部署は、生産・供給に関してはAgricultural Input 

Marketing Directorate、種子認証に関してはPlant and Animal Health Regulatory and Quality 

Control Directorateであることが確認された。 

・ 比較的設備が整っている（ATA種子担当者からの情報）といわれるアンボ（Ambo）の

種子検査ラボにおいても、manager自身からの聞取りの結果からは、発芽率以外の検査

は行われていないが種子保証の証明書は発給されていることが明らかになった。 

・ 南部州におけるSFS参加予定農民及びルメ（Lume）における昨年度SFS参加農民からの

聞取りに限ると、農民にはC2種子生産の希望はほとんどみられず、原種入手ができた

らC1種子の生産を希望していた。 

・ 現在、SFSの実施は、ワレダ（Woreda）レベルの農業事務所の協力を得て実施されてい

るが、通常の普及体制の指揮系統〔連邦・州・ゾーン（Zone）・ワレダ〕を通じてでは

なく、連邦政府農業省普及局及び州政府農業局に日本人専門家が説明をしたうえで、

直接ワレダとやりとりをしているため、ワレダ農業事務所が通常acountableであるべき

ゾーン農業事務所を通じた州農業局への報告が行われておらず、プロジェクトが点に

とどまっている可能性が高い。 

 

2）ATAによる「種子システム変革5カ年戦略」〔ATA Seed System Director Dr. Yitbarek Nigatu

及び同Senior Technical Expert Mr. Yonas Sahlu（元ESE職員）からの聞取り〕 

・ ATAは2009年にビルゲーツ財団の助成により行われた調査に基づき、農業セクターの改

革には既存の組織では困難であることを理由に、2010年12月に農業省を支援する独立

した機関として設立され、種子セクターはその重要な課題のひとつである。 

・ 種子セクターと関連して重要な課題として、エチオピアはUPOV加盟国ではないが品種

育成者権の保護を行う法制度の整備が進められている。そのなかで、ATAとしては、

community及びfarmersの保護も重要であることを認識している（調査者註：この点でも、

communityにおける種子生産が、制度の中に位置づけられる可能性はある）。 

・ 種子の品質保証は種子システムの大きな課題である。ESEを除いて種子検査設備は充分

ではない。 

・ 農家による生産種子であっても認証される必要があるが、農家同士で流通することに

ついて種子法は関与するわけではない。ただ、生産する農家はビジネス志向である必

要がある。 

・ ドラフト戦略（現時点で非公開）の中には、community及びcooperativeによる種子生産

の能力強化がうたわれているが、これは文脈からして政府機関による認証を受けるこ
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とを前提としているとみられる。他方、informal seed distribution channelを強化すること

も重要であり、formalな種子供給システムとの結合が理解され許可されなければならな

いとも言及されている（P.62）。調査者の感想としては、国内外関係者の聞取りのなか

で農家の重要性が語られたためにこのような文章が戦略に入ったが、システム全体の

中での位置づけは必ずしもはっきりしていないのではないかと感じた。 

 

3）Integrated Seed System Development Program（オランダ大使館） 

・ 対象者は、連邦レベルでは、オランダ大使館Mr. Joep van den Broek, Delegated Advisor 

Agriculture、Dr. Amsalu, National Coordinator 及びスタッフのMr. Mohammed、SNNP州は

Hawassa UniversityのDr. Hussain Mohammedに面会した。プロジェクト対象域外であるが、

品種保全・改良及び種子生産に農民の主体的参加事例が報告されているTigrayの

Mekelle UniversityのDr. Fetien AbayともAddisで面談した。主な論点は以下のとおり。 

・ ISSDはLocal Seed Business、Partnership、政策提言、民間企業開発、農業生物多様性保

全、能力構築の6つの構成要素から成るプログラムである。 

・ Local Seed Businessは、これまで種子公社の契約小作であった農民種子生産者を公式の

種子生産ビジネスに育てることを目的としている。地域の需要を把握しつつ、組合か

ら更に中小企業に発展していくことをめざしている。ただし、ハイブリッドメイズの

ような広域の商圏をめざすのではなく、あくまでも地域内重要をめざしつつ、利益を

追求することを理念としている。 

・ Quality declared seed は、formalな保証種子とinformalな種子の中間に位置すると理解さ

れている。自家受粉の種子に適応可能な制度である。 

・ ISSDが現状で考えている種子認証のシステムは3通りである。（大）企業の場合は社内

で認証を行う。中規模の企業の場合は、現在の政府による認証システムを踏襲する。

第3が、Quality Declared Seedであり、ワレダレベルで認証等を行うことが想定される。

もし、生産者と利用者が地理的に離れている場合は、公式な種子保証が必要となり、

利用者が自分の購入した種子の生産者を同定できることにより信頼関係を前提とした

このようなシステムの構築は困難とのコメントがあった。 

 

（2）全体所感 

1990年代から行われている世銀等の援助で対象となったワレダ（Woreda）には、Woreda Seed 

Committeeが設置されているが、ここでの検査は圃場検査のみでラボ検査は行われておらず、

種子認証の一部とは認められていないと考えられる。現地調査に先立ち、世銀の評価を入手

したが、当初世銀が公式な種子生産では不足する種子を農民による生産と自主流通で補おう

としたが、ESEによって阻まれ、結局、プロジェクトで育てた種子生産農家はESEのout-grower

となったことが記されている。現在も、普及局長を含めた多くの農業省関係者は、同様の考

え方をしており、フォーマルな種子システムに農協を通じて小規模種子生産農家が参画する

ことを期待している。 

種子システムにおいて、種子の90％前後を供給している農家をシステムの中心とする必要

についてはこれまでにもEOSA（Ethio-Organic Seed Action）関係者などから強調されているが、

このような考えに賛同する関係者は少数である。そのなかで、種子法に基づく種子保証を行
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わずに、独自の種子品質基準に基づくC2種子の生産及び地域内消費をめざす本プロジェクト

の趣旨を連邦から農家レベルのすべての関係者に理解してもらうことは非常に大きなチャレ

ンジである。現在行われているSFSにおいても、そのことが関係者に充分に説明されている形

跡はあまりみられない。 

今回の中間報告でrecommendation及び改訂PDMに明記して注意喚起を行ったが、継続的にエ

チオピア側の理解を得る努力を専門家や事務所が行う必要があろう。ISSD関係者の多くは、

そのようなアプローチも否定はしていないので、ISSD関係者との連携も探ることが考えられ

る。 

種子需給に関するデータは名目上はある程度整備されていると考えられるが、やはり、例

えば需要量の積み上げ根拠は不明である。種子の供給量も州農業局を通じて配布された種子

のみが記録されている可能性が高く、農民同士や地域のマーケットで流通している種子の性

質・量はもとより、多様なドナーによる種子導入の総量も把握されていないと考えられる。

ボトムアップの需要調査と、トップダウンの開発政策の接点が見いだされないことが大きな

問題となっている（需給予測のような重要なデータ・契約農家の栽培状況のような種子供給

の基本データ・播種量に関する基準の根拠など）。連邦の普及局は公式の発言では認めていな

いが、そのほかの関係者は州の普及部門も含めて種子の需要供給に関する正確な数字を実際

にはもっていないことを認めている。SFS農家をサンプルとして、種子の需給調査を行うこと

は、連邦レベルで議論されている種子システム戦略の実施に具体的な情報を提供することに

つながり、SFSそのもののモニタリングと連携させて実施することが望ましい（具体的な調査

項目の設定等に関しては、正式な依頼があれば調査者もある程度の協力は可能である）。 

現在、州の農業局傘下の種子検査室で行われている検査をワレダレベルで実施できる可能

性については連邦政府のQuality Controlの部局では否定的であった。一方で、修正された種子

法が国会で承認されれば、今後整備されるであろうregulationの中で、各州政府が分権を認め

れば理論的には可能であるという見方もできる。プロジェクトとしては、あくまでも非公式

の検査施設を整備しその能力を構築するとともに、農家レベルでの圃場検査結果を室内検査

が担保する形で品質を保証された種子が流通することを実績として示し、そのような実績を

もとに将来公式の検査室にする可能性を残すことが考えられよう。 

 

（3）参考根拠資料等 

1）The World Bank June 21, 2007. Project Performance Assessment Report Ethiopia Seed System 

Development Project（CREDIT 2741） National Fertilizer Sector Project（CREDIT 27400 & 27401）

Report No. 40124 

プロジェクトの2つの目的のうち、政府セクター〔エチオピア種子公社（ESE）〕の能力強

化はある程度実現したが、第2の目的の企業の参入及び農家自身による種子生産の強化は実

現できなかったと評価している。その理由として、本来民間企業による種子生産や農家自

身による種子生産をめざして制度を構築しようとした部分に対して、ESEがその方向性を認

めず、特に後者に関しては種子生産農家は結局、ESEの契約採種農家という形に集約された

ことを挙げている。ESEの介入によって導入されたFarmer Based Seed Multiplication and 

Marketing System（FBSPMS）は完全に非公式の種子生産の発展方向に対するいかなる進展

も停止させた（completely stopped any progress toward informal seed production）と述べられて
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いる（p.15）。結果として種子供給の大半がESEの生産能力に依存することになったとも述

べている。 

 

2）Farmers, Seeds and Varieties Supporting informal seed supply in Ethiopia（オランダ大使館プロ

ジェクトの開始前調査報告書） 

本報告書の中では、プロジェクトアドバイザーのWalter de Boefらが、農家による種子供

給が大半を占めるエチオピアにおいては、ESEを中心としたフォーマルセクターの強化と並

行して、農家自身による在来品種を含めた種子の生産・流通とその品質の向上と保証が必

要であることを報告している（pp.332-226）。 

同報告書の中で、ワーゲニンゲン大学のNiels P. Louwaarsらは、農家の置かれている現実

に適合した政策の展開には、まず政策決定者が農家自身による種子生産が最も重要な種子

供給源であることを認識し得ることから始まると述べている。種子認証機関がフォーマル

セクターの種子認証のみを行い、その基準に達しない種子を市場から除外する方向に働く

のではなく、より良い種子（better seed）生産を支援している市民組織に対して専門知識を

提供しているザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）の事例を紹介している（p.311）。 

これらの考え方が、現在のISSDプログラムがめざすplural systemの根拠となっていると考

えられる。しかしながら、ISSDの州担当者（SNNP州及びティグライ）へのインタビューか

らは、プロジェクト実施面では、農家による種子生産がフォーマルセクターの中での小規

模種子ビジネスに発展する方向であるLocal Seed Businessプロジェクトがエチオピア側に高

く評価されていることもあり、必ずしも公式の種子認証をめざさないアプローチはISSDに

おいてもエチオピア側関係者に充分に共有されているようには観察されなかった。 

 

５－２ 団長所感 

標記技術協力プロジェクトを実施する背景として、下記の事情が説明されている。すなわち、

エチオピアにおける低い農業生産の一因として優良種子の供給が需要を大きく下回っていること、

これはエチオピア電子公社（ESE）など政府の供給する優良種子が農家総需要量のわずか20％程度

にとどまり、農民の多くは前年の収穫物の一部を保管し作付け用の種子とするか、地方市場でイ

ンフォーマルに他農民が販売している種子を購入利用している状況にある。また、これらの種子

は生産性の低い在来種であり、病気に感染していたり発芽率が低く、適切な管理がなされていな

いことから種々の品種が混ざり均一な品質や生産を確保できないこと等の問題が生じている。 

かかる状況において、本来はエチオピア種子公社（ESE）やその他公的試験・研究機関等による

優良種子の生産・配布能力の強化・向上によりこれらの問題解決を図るべきところ、これら関係

機関による飛躍的な種子増産・配布が困難である現状において、本プロジェクトは、地方におい

て絶対的に不足している優良種子を農民自身が生産・利用し、地域内の種子需要に応えていこう

との協力であると理解される。すなわち、政府等による公的種子生産配布制度と同時並行して、

いわゆる、緊急措置として地方レベルでの私的な種子生産配布事業を中央政府・地方政府の一定

の管理下の下で暫定的に実施していくものと理解される。 

しかしながら、本プロジェクトでは認証種子であるC1を利用して、農家等がC2種子を生産し、

地方レベルの種子増産を図ることとしているが、前提となっている認証種子C1自体の品質に対し

て一部疑義が生じており、まずは原種やC1種子の品質の確保が課題との意見もある。また、ヒア



 

－35－ 

リングを行った対象地区農民は本プロジェクトの目標であるC1種子からC2種子の生産ではなく、

原種の供与を受けてのC1種子の生産とその販売を望む声が強く聞かれた。また、面談した複数の

中央政府、地方政府関係者からは、本プロジェクトによる農民への研修実施により、農民の優良

種子に対する認識向上と併せて、小規模農民による種子生産能力の向上により種子ビジネス参入

による収入増加などの期待が述べられ、地方レベルの小規模農民に対する優良種子供給不足に緊

急措置的に対応しようとの当初の本プロジェクトの趣旨とは若干変化している印象があった。 

農民の種子生産技術の向上等により、将来、優秀な農家が種子生産ビジネスに参入していくこ

とを全く否定するものではないものの、本プロジェクトの当初の目標、小規模農民に対する優良

種子の絶対的不足に対する緊急措置として小規模農民自身による優良種子生産、生産された種子

の多くは小規模農民自身の自己消費や近隣農民への融通など、限られた地域、コミュニテイ内で

の種子需要に応えていく、との目標が、小規模農民の種子ビジネスに参加するための支援、とい

う方向に変化することは、今後限られた協力期間内での諸活動に大きな支障が生じるのではない

かとの懸念がある。また、優良種子について語る際に中央政府、地方政府、関係機関、農民など、

それぞれのレベル、関係者間での理解や期待が異なり、政府として、あるいは実際の利用者が短

期的に、中長期的にどのような種子の生産を求めているのかを明確にしておく必要があると感じ

られた。 

かかる状況において、種子生産制度・システムを担当するチーフアドバイザーが長らく不在と

なっており、またチーフアドバイザーは現場に常駐するのではなく短期ベースで行き来し、現在

までは、同一人物による継続的な赴任ではなかったこと、また、今後も確保できない可能性があ

ることは本プロジェクト実施の大きな障害と考えられる。さらに本プロジェクトでは多くの分野

で多くの短期専門家が派遣されているが、それらの成果をプロジェクト目標達成のために包括

的・有機的に調整できているのか懸念される。本来、チーフアドバイザーは各短期専門家の活動

及び同成果を評価・モニタリングするとともに、各レベルのカウンターパートに対してプロジェ

クト目標達成に向けての協力・指導を要請する立場にあるが、チーフアドバイザーの不在や、短

期派遣などの問題によりこれらが行われていないと感じられる。今後残された協力期間内にプロ

ジェクト目標を達成するためには、同一人物による継続的な赴任とチーフアドバイザーの責任・

権限の明確化が強く望まれる。 

一方で、エチオピア側、特に中央政府関係者（プロジェクトダイレクター、マネジャー）は非

常に多忙であり、日本側関係者と本プロジェクト目標の本質、小規模農家による優良種子生産の

妥当性・効率性、政府の種子生産配布政策との整合性等について、率直かつ継続的に議論できる

状況にないことも大きな課題と考えられる。本プロジェクトのエチオピア側責任者であるプロジ

ェクトダイレクターは本プロジェクトを小規模な協力と認識していたり、プロジェクトの種々の

活動についての具体的内容成果についての情報を受けていないなど、協力成果にもかかわる重大

な課題であることから、中央政府関係への継続的情報提供のあり方やエチオピア内部の関係機関

同士の情報共有のあり方等について早急に改善が必要と考えられる。このための手段として、中

央政府レベル、地方政府・関係機関レベルにおいて、責任・権限を有しつつ実際に日常的に協議・

活動できる窓口担当者の指名・配置を強く求めていく必要がある。 

当評価調査は、限られた期間内での限られた関係者へのインタビューや議論であるため、評価

結果も暫定的であることは否めない。このため引き続き現場レベルでの正確な情報収集が必要で

ある。農民たちはSFSへの参加を強く希望し、また、研修参加者の評価も高いとの報告を受けたが、
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他方で農民たちはこれらの研修は無料であるから参加している、エチオピア側研修実施者が、SFS

は従来の座学研修とは異なり実践的な研修であると銘打っているため、研修は実践的であり高く

評価されるとの回答が寄せられた可能性も強い。またエチオピア側関係者も本プロジェクトによ

りSFSが実施されることを評価しているが、今後プロジェクト終了後にエチオピア側独自でSFSが

継続的に実施されるかどうか不透明である。実際の農民の研修ニーズ、研修内容への評価、研修

結果をどのように実際に現場で活用しようとしているのか等、今回の調査では不明な部分も多い

ことから、エチオピア側関係者の真意・本音を多角的に調査分析していく必要がある。事実、今

回の調査において、農民からはJICAに対し種子貯蔵庫の供与を求められたり、地方関係者からは

現在の体制・予算ではプロジェクト終了後のSFSの実施は困難との率直な意見も述べられた。ドナ

ーの費用負担による事業に対する評価と事業の継続性については慎重に評価・分析する必要があ

る。 

本プロジェクトは、小規模農民による小規模農民に対する種子生産配布という、エチオピア政

府の政策に強く関係する協力である。当初の目標設定や活動内容の妥当性の再検討、中央政府の

政策にどのように反映させていくのか、などプロジェクト関係者のみでは対応できない部分も含

んでいる。これらの部分についてはJICA事務所は勿論のこと、必要により日本大使館の積極的な

関与も求められていると考える。 
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